
足
利
義
政
親
政
期
の
財
政
再
建

早

島

大

祐

【
要
旨
】
　
本
稿
は
、
財
政
再
建
と
い
う
視
点
か
ら
一
五
世
紀
中
葉
の
室
町
幕
府
財
政
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
嘉
吉
元
年
（
～
四
四
｝
）
の
土
一

揆
襲
撃
は
土
倉
役
を
退
転
さ
せ
、
こ
れ
を
契
機
に
管
領
政
治
期
の
幕
府
財
政
は
低
迷
し
て
い
く
。
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
に
、
対
応
策
と
し
て
創
出
さ

れ
た
分
～
銭
も
徴
収
に
失
敗
し
、
幕
府
財
政
は
危
機
的
状
況
に
陥
る
が
、
翌
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
に
将
軍
側
近
伊
勢
貞
親
を
中
心
に
分
一
銭
徴
収
方

式
が
整
備
さ
れ
、
同
年
の
改
正
令
以
降
に
一
応
の
確
立
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
伊
勢
氏
の
活
動
は
康
正
二
年
（
｝
四
五
六
）
の
内
裏
再
建
事
業

に
も
及
び
、
国
役
方
式
の
採
用
な
ど
を
通
じ
て
要
脚
の
調
達
に
成
功
し
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
＝
二
年
ぶ
り
に
再
建
さ
れ
た
内
裏
で
は
将
軍
足
利
義
倉
の
右

大
将
拝
賀
儀
式
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
当
該
期
の
幕
府
政
治
が
依
然
管
領
主
導
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
管
領
政
治
期
に
は
な
し
得
な
か
っ

た
財
源
の
改
善
、
内
裏
の
再
建
と
い
う
問
題
を
克
服
し
て
行
わ
れ
た
こ
の
儀
式
は
、
幕
政
の
中
心
が
将
軍
に
あ
る
こ
と
を
可
視
化
、
演
出
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
政
治
史
上
に
お
け
る
当
該
期
の
財
政
再
建
の
意
義
は
、
こ
の
よ
う
に
義
政
親
政
の
確
立
に
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
二
巻
五
号
　
［
九
九
九
年
　
九
月

足利義政親政期の財政再建（早島）

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
室
町
幕
府
財
政
は
、
中
世
前
期
以
来
の
財
源
で
あ
る
段
銭
・
棟
別
銭
・
地
口
銭
や
直
轄
地
で
あ
る
御
料
所
、
さ
ら
に
、
土
倉
酒
屋
役
や
五
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
⑥

寺
院
か
ら
の
献
物
・
借
銭
、
勘
合
抽
分
銭
な
ど
の
財
源
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
研
究
史
上
特
に
注
目
さ
れ
た
の
が
、
最
近
、
贈
与
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
関
わ
り
で
も
脚
光
を
浴
び
る
土
倉
酒
屋
役
と
五
山
献
物
で
あ
る
。
中
で
も
、
一
五
世
紀
中
葉
に
土
一
揆
襲
撃
に
よ
り
土
倉
役
が
退
転
し
た
後
、
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⑧

幕
府
財
政
は
献
物
な
ど
の
五
山
経
済
に
依
存
す
る
と
い
う
見
通
し
を
示
し
た
今
谷
明
氏
の
研
究
は
、
当
該
期
の
幕
府
財
政
を
正
面
か
ら
論
じ
た

唯
一
の
業
績
で
あ
る
と
同
時
に
、
右
の
研
究
動
向
を
決
定
づ
け
た
論
考
と
し
て
も
評
価
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
し
か
し
、
今
谷
氏
の
研
究
と
前
後
し
て
、
段
銭
や
地
口
銭
な
ど
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
が
進
展
し
、
室
町
幕
府
財
政
に
と
っ
て
、
右
の
よ
う

な
中
世
前
期
以
来
の
財
源
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
土
倉
酒
屋
役
や
五
山
献
物
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
成
果
も
視
野
に

入
れ
て
室
町
幕
府
財
政
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
段
銭
、
地
口
銭
に
関
す
る
研
究
を
参
照
す
る
と
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
い
ず
れ
も
一
五
世
紀
中
葉
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と

に
気
付
く
。
田
沼
睦
氏
は
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
の
段
銭
徴
収
の
際
に
、
納
入
額
を
定
額
に
し
て
守
護
に
国
別
に
請
け
負
わ
せ
る
国
役
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

式
が
登
場
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
、
馬
田
綾
子
氏
は
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
、
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
の
地
口
銭
賦
課
は
免
除
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
い
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
五
世
紀
半
ば
、
政
治
史
上
は
足
利
義
政
親
政
期
に
相
当
す
る

時
期
に
、
こ
れ
ら
の
財
源
に
対
し
て
幕
府
か
ら
何
ら
か
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
右
の
点
を
さ
ら
に
展
開
し
て

考
え
る
と
、
こ
の
時
期
に
、
土
倉
役
の
退
転
以
降
低
迷
し
た
幕
府
財
政
を
立
て
直
す
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
導
き
出
さ
れ
る
財
政
再
建
と
い
う
視
点
か
ら
、
～
五
世
紀
中
葉
の
幕
府
財
政
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に

し
た
い
。

　
さ
て
、
本
稿
の
視
座
を
右
の
よ
う
に
定
め
た
上
で
も
う
一
つ
問
題
に
な
る
の
が
、
当
該
期
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、

一
五
世
紀
中
葉
の
政
治
過
程
は
、
嘉
吉
元
年
（
　
四
四
一
）
の
足
利
義
教
暗
殺
後
、
管
領
が
幕
政
を
主
導
す
る
管
領
政
治
期
か
ら
、
足
利
義
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
⑭

と
側
近
が
幕
政
を
主
導
す
る
義
政
親
政
期
へ
と
い
う
経
過
を
た
ど
る
。
こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
既
に
五
味
文
彦
、
百
瀬
今
朝
雄
、
鳥
居
和
之

三
野
の
研
究
が
あ
る
が
、
こ
の
間
顕
著
に
な
る
将
軍
側
近
伊
勢
氏
の
活
動
に
対
す
る
評
価
な
ど
の
点
で
意
見
の
一
致
を
見
ず
、
検
討
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
幕
府
財
政
の
再
建
過
程
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
主
体
で
あ
る
幕
府
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
も
欠
か
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
財
政
と
の
関
わ
り
に
留
意
し
、
右
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
本
稿
の
も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て
、
以
下
、
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論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
①
百
瀬
今
朝
雄
「
段
銭
考
」
（
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
㎞
中
世
篇
、
，
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
六
七
年
）
、
市
原
陽
子
「
室
町
時
代
の
段
銭
に
つ
い
て
」
（
噸
歴
史
学
研
究
』

　
　
四
〇
四
、
四
〇
五
号
、
一
九
七
四
年
）
、
小
林
保
夫
「
室
町
幕
府
に
お
け
る
段
銭

　
　
制
度
の
確
立
」
（
『
日
本
史
研
究
』
　
一
六
七
号
、
一
九
七
六
年
）
、
田
沼
睦
「
室
町

　
　
幕
府
財
政
の
一
断
面
一
文
正
度
大
嘗
会
を
中
心
に
一
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
五

　
　
三
号
、
一
九
七
七
年
）
。

　
②
馬
田
綾
子
「
洛
中
の
土
地
支
配
と
地
口
銭
」
（
『
史
林
幅
六
〇
一
四
号
、
一
九
七

　
　
七
年
）
。

　
③
桑
山
浩
然
門
室
町
幕
府
経
済
の
構
造
扁
（
噸
日
本
経
済
史
大
系
臨
二
、
東
京
大
学

　
　
出
版
会
、
一
九
六
五
年
）
。

　
④
小
野
晃
嗣
「
室
町
幕
府
の
酒
屋
統
制
」
（
『
日
本
産
業
発
達
史
の
研
究
』
法
政
大

　
　
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、
初
出
は
一
九
三
二
年
）
、
桑
山
浩
然
「
室
町
幕
府
経

　
　
済
機
構
の
一
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
三
－
九
号
、
一
九
六
四
年
）
な
ど
。

　
⑤
藤
岡
大
拙
「
禅
院
内
に
お
け
る
東
班
衆
に
つ
い
て
…
一
特
に
室
町
幕
府
の
財
政

　
　
と
関
連
し
て
一
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
四
五
号
、
一
九
六
〇
年
）
、
今
谷
明
「
室

　
　
町
幕
府
の
財
政
と
荘
園
政
策
縣
（
㎎
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
…

　
　
九
八
五
年
、
初
出
は
一
九
七
五
年
）
。

　
⑥
最
近
の
成
果
と
し
て
、
橋
本
雄
「
遣
明
船
と
遣
朝
鮮
船
の
経
営
構
造
」
（
隅
遙
か

本
章
で
は
、

　
　
第
；
畢
　
管
領
政
治
期
の
幕
府
財
政

義
政
親
政
期
の
幕
府
財
政
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、

　
な
る
中
世
㎞
　
一
七
号
、
一
九
九
八
年
目
を
挙
げ
る
。

⑦
桜
井
英
治
「
日
本
中
世
の
贈
与
に
つ
い
て
」
（
隅
思
想
輪
八
八
七
号
、
一
九
九
八

　
年
）
は
今
谷
氏
の
研
究
を
基
に
、
贈
与
論
の
観
点
か
ら
土
倉
酒
屋
役
、
五
山
献
物

　
を
捉
え
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑧
前
掲
今
谷
論
文
。

⑨
註
①
、
②
諸
論
文
発
表
年
次
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
に
幕
府

　
財
政
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
た
。
な
お
、
塀
岡
勉
他
「
戦
国
期
研
究
の
課
題
と

　
展
望
」
（
同
氏
執
筆
部
分
）
（
『
日
本
史
研
究
』
二
七
八
号
、
一
九
八
五
年
）
は
、

　
幕
府
－
守
護
体
制
の
変
質
過
程
を
分
析
す
る
視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
一
九
七
〇
年
代

　
の
研
究
を
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑩
前
掲
田
沼
論
文
。

⑪
前
掲
馬
田
論
文
。

⑫
五
味
文
彦
門
管
領
制
と
大
名
制
扁
（
『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
号
、
一
九
七

　
四
年
）
。

⑬
百
瀬
今
朝
雄
「
応
仁
・
文
明
の
乱
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
中
世
三
、
一

　
九
七
六
年
）
。

⑭
鳥
居
和
之
「
嘉
吉
の
乱
後
の
管
領
政
治
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
蝋
五
号
、
一
九

　
八
O
年
）
。

管
領
政
治
期
の
財
政
状
況
を
確
認
し
て
お
く
。
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土
倉
役
の
退
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
九
月
の
土
～
揆
蜂
起
は
、
嘉
吉
の
乱
に
よ
る
政
治
的
恐
慌
に
あ
っ
た
室
町
幕
府
を
財
政
的
に
も
深
刻
な
問
題
に
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

面
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
洛
中
に
侵
入
し
た
土
一
揆
が
土
倉
に
壊
滅
的
な
打
撃
を
与
え
た
た
め
に
、
幕
府
は
土
倉
役
の
免
除
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

さ
ら
に
は
徳
政
令
の
発
令
に
よ
り
土
倉
の
質
物
が
合
法
的
に
奪
い
返
さ
れ
た
結
果
、
幕
府
は
「
納
銭
悉
停
止
了
」
と
い
う
状
況
に
陥
る
こ
と
に

　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
っ
た
。
周
知
の
通
り
、
土
倉
酒
屋
役
は
月
々
の
将
軍
家
要
脚
を
恒
常
的
に
担
う
幕
府
の
主
要
財
源
で
あ
っ
た
た
め
に
、
幕
府
は
一
方
の
柱
で

あ
る
土
倉
役
を
早
急
に
補
填
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
土
倉
役
の
補
填
策
と
し
て
最
初
に
確
認
で
き
る
幕
府
の
施
策
は
、
酒
屋
役
賦
課
の
強
化
で
あ
る
。
『
蜷
川
家
文
書
』
所
収
「
酒
屋
公
事
銭
算

　
⑤

用
状
」
に
は
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
＝
月
二
〇
日
に
洛
中
洛
外
の
酒
屋
三
二
七
軒
に
対
し
て
役
銭
を
賦
課
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

幕
府
は
臨
時
に
酒
屋
役
を
賦
課
す
る
こ
と
で
財
政
の
急
場
を
し
の
こ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
土
倉
と
酒
屋
の
受
け
た
被
害
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

大
き
な
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
既
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
酒
屋
一
軒
あ
た
り
の
賦
課
額
が
今
ま
で
の
倍
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

当
し
た
こ
と
は
、
今
回
の
賦
課
が
退
転
し
た
土
倉
役
の
補
填
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
措
置
は
あ
く
ま
で
臨
時
の
処
置
で
あ
り
、
長
期
的
な
効
果
を
期
待
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
土
一
揆
蜂
起
以
前
の
嘉

吉
元
年
（
～
四
四
一
）
四
月
の
賀
茂
祭
は
土
倉
の
負
担
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
土
倉
が
被
害
を
受
け
た
後
、
嘉
吉
二
年
（
一
四
四
二
）
の
賀
茂
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
「
日
吉
要
脚
」
を
借
用
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
、
同
年
一
二
月
に
は
月
次
祭
も
「
武
家
料
足
」
の
不
足
を
理
由
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ま
た
、
翌
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
一
一
一
）
四
月
に
は
「
公
方
料
足
」
の
不
足
が
噂
さ
れ
る
に
至
り
、
土
倉
役
の
退
転
は
幕
府
財
政
に
対
し
て
確
実
に

深
刻
な
影
響
を
与
え
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
幕
府
財
政
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
る
中
、
壊
滅
的
被
害
を
受
け
た
土
倉
は
一
体
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
次
の
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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一
　
諸
土
倉
之
事
　
　
　
文
安
二
　
九
　
廿
九

依
類
火
…
令
二
焼
失
｝
土
倉
、
或
四
二
止
之
ハ
歯
数
年
之
問
可
レ
被
レ
免
＝
除
公
役
一
之
由
、

倉
令
一
【
減
少
一
処
、
猶
以
寄
口
事
於
左
右
ハ
雛
レ
及
二
訴
訟
い
不
レ
可
レ
有
レ
御
二
免
之
殉

　
　
　
　
②

黄
蝶
レ
可
レ
然
。
於
二
土
倉
一
差
、
難
レ
為
二
所
ハ
至
レ
全
扁
減
少
一
者
、
云
二
公
役
失
墜
ハ
云
二
諸
人
愁
歎
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

後
｝
者
、
堅
所
レ
被
レ
停
二
止
之
｝
也
。
若
背
＝
制
禁
ハ
企
二
訴
訟
【
者
、
可
レ
被
レ
福
二
重
科
↓

単
二
歎
申
族
出
来
の
向
後
一
切
不
レ
可
レ
被
網
許
容
細
叙
劉

勢
以
就
二
公
私
｛
非
レ
無
二
野
台
弔
所
詮
於
二
自
今
以

　
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
本
法
令
が
出
さ
れ
た
直
接
の
契
機
は
火
災
に
よ
る
土
倉
の
廃
業
や
公
役
免
除
の
申
請
を
禁
止
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

傍
線
ω
を
見
る
と
、
そ
の
背
景
に
は
徳
政
に
よ
る
土
倉
の
減
少
と
い
う
事
態
が
あ
り
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
か
ら
四
年
が
経
過
し
た
文
安

二
年
（
一
四
四
五
）
の
段
階
で
も
、
罹
災
に
よ
る
免
除
も
認
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
幕
府
は
土
倉
役
の
減
少
と
い
う
事
態
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
傍
線
②
に
注
目
す
る
と
、
土
倉
の
公
役
免
除
申
請
の
原
因
が
幕
府
に
内
密
で
「
高
利
並
日
銭
」
を
取
り
営
業
を
行
う
「
造

意
」
に
よ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
土
倉
金
融
の
利
子
は
月
歩
で
あ
り
、
高
利
、
日
歩
で
金
を
貸
す
あ
り
方
は
日
銭
屋
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
金
融
業
者
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
部
分
で
は
土
倉
が
公
役
免
除
を
申
請
す
る
原
因
と
し
て
、
い
わ
ば
、
土
倉
の
日
銭
屋
化
と
い

う
事
態
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
右
の
史
料
か
ら
は
、
幕
府
に
対
し
て
公
役
免
除
を
申
請
し
、
経
営
上
は
日
銭
屋
化
し
て
い
た
土
倉
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
の

だ
が
、
そ
れ
で
は
土
倉
の
公
役
免
除
申
請
は
、
幕
府
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
に
そ
の
「
造
意
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
土
倉
の
日
銭
透
化
と
い
う
現
象
に
注
目
し
、
両
者
の
営
業
形
態
の
相
違
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
中
島
圭
　
氏
に
よ
る
と
、
土
倉
の
経
営
は
金
融
業
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
荘
園
代
宮
の
請
負
な
ど
を
通
じ
て
経
営
規
模
を
拡
大
し
て
い
た
と

　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
う
。
一
方
、
岡
じ
く
中
島
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
高
利
、
日
歩
で
利
息
を
取
る
日
銭
屋
の
営
業
形
態
は
元
手
を
効
率
よ
く
回
転
さ
せ
る
た
め

の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
経
営
規
模
は
、
土
倉
に
比
べ
て
遙
か
に
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
み
。
つ
ま
り
、
土
倉
と
日
銭
屋
の
違
い
は
、

単
に
月
歩
か
日
歩
か
と
い
っ
た
利
子
計
算
方
式
の
違
い
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
第
一
に
経
営
規
模
が
大
き
く
異
な
る
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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両
者
の
相
違
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
土
倉
の
日
銭
屋
化
と
い
う
現
象
も
、
そ
の
経
営
規
模
が
大
幅
に
縮
小
し
た
結
果
と
理
解
す
べ
き
で
あ

り
、
土
倉
が
役
銭
免
除
を
申
請
し
た
背
景
に
は
、
土
一
揆
の
襲
撃
か
ら
四
年
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
被
害
か
ら
立
ち
な
お
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
な
い
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
嘉
吉
元
年
以
降
、
土
倉
の
経
営
基
盤
が
縮
小
し
た
た
め
に
土
倉
役
は
幕
府
財
源
と
し
て
十
分
に
期
待
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
、

補
墳
策
で
あ
る
酒
屋
役
賦
課
の
強
化
も
あ
く
ま
で
一
時
的
で
、
土
倉
役
を
恒
常
的
に
補
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
幕
府
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を

克
服
す
る
た
め
に
、
右
の
史
料
で
問
題
と
さ
れ
て
い
た
日
銭
屋
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
「

　
　
　
　
　
　
　
（
日
力
）
　
　
　
　
　
　
　
（
入
脱
力
）

　
　
a
一
　
洛
中
、
同
銭
屋
注
レ
之
。
政
所
寄
手
分
行
向
了
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
斎
藤
鼻
詰
日
記
』
文
安
三
年
二
月
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斎
藤
）
　
（
治
部
）
　
（
斎
藤
）

　
b
一
　
洛
中
洛
外
、
号
一
一
日
銭
犀
隠
鮭
鍋
質
物
一
之
問
、
以
二
寄
人
一
手
分
質
物
員
数
注
レ
之
。
二
本
銭
十
分
一
興
レ
付
二
納
銭
方
気
欝
恒
、
貞
政
、
熈
基
、
以
二
三

　
　
　
　
判
一
団
二
御
倉
皿
了
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隅
斎
藤
基
恒
日
記
』
文
安
四
年
三
月
二
日
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斎
藤
基
恒
）

　
　
c
（
前
略
）
酒
屋
、
土
倉
、
日
銭
、
味
噌
屋
等
役
銭
等
、
就
二
催
促
　
、
多
層
玄
良
下
書
ハ
御
倉
籾
井
備
後
入
道
納
レ
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
粛
…
藤
其
告
佃
囲
日
記
』
文
安
山
ハ
年
四
月
二
日
条
）

　
史
料
a
に
は
、
幕
府
が
文
安
三
年
（
～
四
四
六
）
に
洛
中
の
日
銭
屋
を
課
税
対
象
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
史
料
b
か
ら
は
、
翌

文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
に
、
課
税
範
囲
を
洛
外
に
拡
大
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
史
料
。
か
ら
、
文
安
六
年
（
一
四
四
九
）
に
は
日
銭

屋
へ
の
賦
課
が
恒
常
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
土
倉
が
日
銭
屋
へ
と
転
落
す
る
中
、
幕
府
は
新
た
に
日
銭
屋
へ
賦
課
す
る
こ
と
で

財
政
の
立
て
直
し
を
計
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
次
の
一
連
の
史
料
か
ら
、
幕
府
は
第
三
の
財
源
獲
得
策
と
し
て
洛
申
閾
所
屋
要
脚
を
財
源
に
繰
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
阻
ら
か
に
な

る
。

　
　
d
（
前
略
）
冷
泉
院
野
寺
町
内
閾
所
小
屋
二
宇
在
レ
之
。
任
二
先
例
一
可
二
曲
請
｝
哉
之
由
定
心
長
嶋
男
無
告
レ
之
。
高
大
史
令
二
談
合
↓
晩
向
山
布
施
民
部
大
夫

　
　
許
一
驚
事
令
二
談
合
一
也
。
琴
南
一
一
所
司
代
許
納
其
子
細
可
レ
被
レ
申
、
．
野
里
レ
申
之
由
返
答
、
布
施
為
二
侍
所
割
興
闘
一
之
故
也
。
嘉
吉
元
年
冬
、
彼
地
内
閾
所
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屋
就
二
本
主
被
レ
閣
之
例
一
彼
度
奉
書
等
持
二
向
之
【
了
。
（
後
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
康
窟
記
臨
文
安
五
年
七
月
二
八
日
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
力
）

e
～
　
洛
中
闘
表
屋
事
、
置
畳
出
来
↓
以
三
一
人
料
懸
レ
札
、
差
代
下
二
行
之
↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
斎
藤
基
恒
日
記
盛
文
安
六
年
四
月
二
日
条
）

　
　
　
　
　
　
（
庶
富
）

f
（
前
略
）
用
事
予
小
屋
破
損
並
文
庫
造
営
等
之
繕
事
先
度
申
入
了
。
其
要
脚
事
由
二
難
所
出
来
盛
時
↓
可
レ
被
レ
付
二
下
露
足
一
之
由
申
二
入
之
一
丁
。
當
時
閾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
貞
親
）

　
所
斑
屋
錐
二
申
請
一
大
略
有
名
無
実
也
。
別
段
之
要
脚
可
二
申
請
一
之
年
並
子
細
在
野
間
、
此
事
先
可
レ
被
二
延
引
叩
備
申
方
今
日
可
レ
被
二
臨
写
　
之
事
可
レ
有
二

　
思
案
一
之
由
、
密
々
談
合
諮
問
、
領
状
罷
帰
了
。
（
後
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
康
富
記
』
宝
徳
三
年
｝
○
月
一
六
日
条
）

　
史
料
d
に
見
え
る
通
り
、
文
安
五
年
目
　
四
四
八
）
ま
で
洛
中
配
所
屋
検
断
権
は
侍
所
の
管
轄
で
あ
っ
た
が
、
史
料
e
に
は
翌
文
安
六
年

（
一
四
四
九
）
に
政
所
公
人
が
田
所
屋
を
検
断
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
文
安
五
年
か
ら
六
年
の
問
に
、
洛
中
廟
所
屋
の
検
断
権
が
侍
所
か
ら
政

所
に
移
管
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
洛
中
闘
馬
屋
の
検
断
権
が
政
所
に
移
動
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
史
料
f
か
ら
宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
）
に

洛
中
閾
所
管
要
脚
が
幕
府
財
政
に
繰
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
か
ら
、
こ
の
た
め
に
検
断
権
が
幕
府
財
政
を
司
る
政
所
に
移
管
し

た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
幕
府
は
土
倉
役
を
補
填
す
る
た
め
に
、
酒
屋
へ
の
臨
時
賦
課
の
ほ
か
、
日
銭
屋
、
洛
中
閾
研
屋
の
二
点
を
薪
た
に
幕
府
財

政
に
組
み
込
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
経
営
規
模
が
土
倉
よ
り
劣
る
日
銭
屋
へ
の
賦
課
や
、
史
料
f
に
「
大
略
有
名
無

実
也
」
と
あ
る
よ
う
に
恒
常
的
収
入
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
閾
所
屋
要
脚
が
、
土
倉
役
の
補
填
に
十
分
な
効
果
を
挙
げ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
は
、
幕
府
は
土
倉
役
の
退
転
を
契
機
と
し
た
財
政
の
低
迷
に
対
し
て
、
効
果
的
な
対
策
を
講
じ
て
い
た
と
は
い
え
な
い

の
で
あ
る
。

二
　
公
事
要
脚
の
調
達
か
ら
見
た
幕
府
財
政

　
本
節
で
は
、
公
事
要
脚
の
調
達
か
ら
当
該
期
の
幕
府
財
政
を
検
討
す
る
。

御
門
内
裏
）
再
建
事
業
を
と
り
あ
げ
る
。

そ
の
素
材
と
し
て
、
最
初
に
管
領
政
治
期
に
行
わ
れ
た
内
裏
（
土
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⑰

　
嘉
吉
三
年
（
～
四
四
三
）
九
月
の
禁
閾
の
変
の
際
に
内
裏
は
焼
亡
し
、
幕
府
は
早
期
に
そ
の
再
建
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
表
1
に
あ
る
よ

う
に
、
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
の
諸
国
段
銭
と
洛
中
棟
別
銭
、
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
の
洛
中
洛
外
棟
別
銭
や
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
の
琉

球
商
人
献
上
金
、
さ
ら
に
は
宝
徳
二
年
（
～
四
五
〇
）
の
大
隅
、
薩
摩
、
日
向
国
段
銭
な
ど
が
財
源
に
充
て
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
清
涼
殿
の
一
部
が
造
ら
れ
た
だ
け
で
内
裏
再
建
事
業
は
中
断
、
失
敗
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
文
安
元
年
の
諸
国
段
銭
を
見
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

今
回
の
賦
課
は
春
日
、
伊
勢
、
石
清
水
三
社
の
ほ
か
、
相
国
寺
領
さ
え
も
免
除
し
な
い
徹
底
し
た
方
針
で
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

後
も
段
銭
以
外
の
様
々
な
財
源
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
今
圏
の
徴
収
が
十
分
な
成
果
を
あ
げ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
同
年
に
は
、
段
銭
、
棟
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

銭
で
負
担
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
東
寺
修
理
費
用
が
、
結
局
、
「
貧
民
之
煩
」
を
考
慮
し
勧
進
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
こ

の
年
は
豊
富
な
ど
何
ら
か
の
理
由
で
在
地
が
疲
弊
し
て
い
た
た
め
に
、
賦
課
も
十
分
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
1
の

通
り
、
幕
府
は
、
そ
の
後
も
様
々
な
手
段
で
内
裏
再
建
要
脚
の
調
達
を
試
み
た
が
、
結
局
、
十
分
な
費
用
を
捻
出
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
管
領

政
治
期
に
内
裏
が
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
内
裏
再
建
の
失
敗
に
象
徴
さ
れ
る
幕
府
財
政
の
低
迷
は
、
こ
の
時
期
の
各
種
公
事
の
運
営
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
表
2
は
こ
の
時
期
に
要
脚

不
足
に
よ
り
延
期
、
も
し
く
は
中
止
に
な
っ
た
公
事
の
一
覧
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
先
述
し
た
嘉
吉
二
年
（
一
四
四
二
）
の

月
次
祭
延
期
を
弓
矢
と
し
て
各
種
公
事
の
延
期
・
中
止
が
相
次
い
だ
こ
と
が
判
明
す
る
。
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
に
は
「
近
日
公
銭
閾
如
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

法
事
也
」
と
公
家
の
日
記
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
幕
府
財
政
は
壊
滅
的
な
状
況
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
将
軍
義
政
の
元
服
以
降
、
文
安
四
年
、
五
年
の
二
年
間
に
わ
た
り
中
止
さ
れ
て
い
た
祈
年
穀
奉
幣
が
再
興
さ
れ
、
幕
府
財
政
は
若
干
好
転
し

た
よ
う
で
あ
る
が
、
低
迷
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
土
倉
役
の
補
填
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
徴
証
に
よ
り
依
然
、
十
分
な
対
策
が
立
て
ら
れ
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
享
徳
三
年
（
～
四
五
四
）
七
月
に
、
将
軍
妻
妾
の
産
所
要
脚
調
達
を
目
的
と
し
て
備
中
国
に
段
銭
が
賦
課

　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
た
が
、
本
来
、
寺
社
造
営
な
ど
の
国
家
的
公
事
を
賄
う
べ
き
段
銭
が
将
軍
家
要
脚
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
は
異
例
の
事
態
で
あ
り
、
そ
の
原

因
は
将
軍
家
要
脚
を
支
え
る
は
ず
の
土
倉
役
が
、
依
然
、
十
分
に
回
復
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
該
期
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足利義政親政期の財政再建（早島）

表1　管領政治期における内裏再建の経過

年　月　日 内　　　　容 典　　　拠

嘉吉3年（1443）9／23 禁闊の変により内裏焼亡 一
10／17 内裏造営要脚を太子堂に賦課 『看聞御記』

12／12 管領畠山持国主導で仮屋築造 『看聞御記』

12／13 造内裏事始 繕聞御記』

文安1年G444）⑥／一 造内裏諸国段銭／洛中棟別銭賦課 『斎藤基1亘日記凄

⑥／29 内裏四方・裏築地を諸大名が行う 『斎藤基恒日記』

文安2年（1445）2／10 内裏跡地引 獅国記」

文安3年（1446）5／6 造内裏洛中洛外棟別銭賦課 『師郷記」

7／22 内裏築地カイケタ等作始 『師郷記』

7／25 管領細川勝元，内裏西築地を築く 獅睡臥逢

8／3 畠由持国，内裏東築地を築く 『師郷記』

12／7 内裏礎石を置く 『師郷記』

12／11 清涼殿立柱・上棟 『師郷㍊

宝徳ユ年（1449）9／5 琉球入進上銭千貫文を内裏造営要脚に充てる 糠窟記』

宝徳2年（1450）4／20 内裏修造のため，大隅・薩摩・日向国に段銭賦課 「薩藩旧記」

註　丸囲み数字は閏月を表す。

表2　要脚不足による公事延期・中止一覧

年　月　日 公　事 再　開 原　　因 典　拠

嘉吉2年（1442）12／11 月次祭 9 「依無武家料足也云々」 『康冨記」

嘉吉3年（1443）6／11 月次祭 ？ 「御料足無之故云々」 『康富記』

文安1年（1444）2／4 祈年祭 6／11 「依料足来済令延引」 『康富記』

2／25 祈年穀奉幣 7／22 「地無料足也」 獅郷記」

9／u 例幣 同日 要脚未納だが，奉行の懇 『師国記』

望により行われる

文安2年（1445）2／4 祈年祭 4／21 「依無要脚也」 r師郷記』

文安3年（1446）ユ2／11 月次祭 ？ 「依無要脚也」 r師郷記』

文安4年（1447）2／4 祈年祭 4／21 「依無要脚也」 『建内記』

6／ll 月次祭 7／1 「依無要脚也」 『師郷記」

10／25 東大寺僧坊修理 9 「近日公銭閾如過法事也」 『建内記」

12／29 伊勢内宮造替 寛正3年 「公方要脚不足」 『康富記』

一／一 祈年穀奉幣 中止 要脚不足力 『康富記』

宝徳1年8／23条

文安5年（1448）12／11 月次祭 9 「依無要脚也」 『二郷記」

一／一 指二二奉幣 中止 要脚不足力 糠二二』

宝徳1年8／23条

文安6年G449）2／4 祈年祭 ウ 「依無要脚」 r師郷記」

享徳1年（1452）2／4 祈年祭 2／19 「無料唱酬上，世間聯有轍 二郷記』
気云々」

12／11 月次祭 12／13 「依無爵膨云々」 ぎ師郷㍊

享徳3年（1454）6／11 月次祭 6／29 「依無要脚也」 『師郷記」
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の
幕
府
は
、
土
倉
役
の
欠
如
と
い
う
財
政
構
造
上
の
問
題
を
抱
え
た
ま
ま
、
財
政
を
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
章
で
は
嘉
吉
元
年
以
降
、
管
領
政
治
期
の
幕
府
財
政
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
土
倉
役
が
退
転
す
る
中
で
日
銭
屋
へ
の
賦
課
、
洛
中

甲
所
要
脚
の
財
源
繰
り
入
れ
等
の
幕
府
財
政
再
建
策
を
確
認
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
は
十
分
な
成
果
を
挙
げ
ず
財
政
の
低
迷
を
打
開
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
幕
府
は
土
倉
役
の
欠
如
と
い
う
財
政
構
造
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
上
に
、
段
銭
な
ど
の
財
源
も
不
調
に
終
わ
り
、

各
種
公
事
の
中
止
、
延
期
か
ら
端
的
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
幕
府
財
政
は
概
ね
低
調
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

享
徳
三
年
2
四
五
四
）
に
再
び
土
｝
揆
が
土
倉
を
襲
撃
し
、
低
迷
を
続
け
て
い
た
幕
府
財
政
は
再
び
窮
地
に
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し

て
幕
府
財
政
の
再
建
は
次
の
義
政
親
政
に
持
ち
越
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

①
同
年
の
土
一
揆
蜂
起
の
概
要
に
つ
い
て
は
中
村
吉
治
噸
土
～
揆
研
究
愈
（
校
倉

　
書
房
、
一
九
七
四
年
）
一
九
三
～
一
一
三
〇
頁
を
参
照
。

②
糊
建
内
記
撫
嘉
吉
元
年
九
月
一
四
B
条
。

③
剛
斎
藤
基
恒
日
記
隔
嘉
吉
元
年
閏
九
月
三
日
条
。

④
「
洛
中
辺
土
散
在
土
倉
並
酒
毒
役
轟
々
」
（
「
室
町
幕
府
追
加
法
」
一
四
六
～
一

　
五
〇
条
）
。

⑤
隅
蜷
川
家
文
書
之
こ
二
九
暑
。

⑥
そ
の
後
、
嘉
吉
二
年
二
月
に
洛
中
洛
外
酒
屡
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
（
『
斎

　
藤
基
恒
日
記
』
同
年
岡
二
条
）
。

⑦
も
ち
ろ
ん
、
酒
屋
も
土
～
揆
の
被
害
を
受
け
て
い
た
が
、
土
倉
と
酒
屋
両
者
の
被

　
害
に
決
定
的
な
差
が
あ
っ
た
の
は
、
土
倉
の
本
質
が
金
融
業
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

　
酒
屋
は
酒
造
業
を
主
と
し
、
金
融
業
は
副
業
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ

　
る
。

⑧
桑
山
浩
然
「
室
町
時
代
の
徳
政
－
徳
政
令
と
幕
府
財
政
f
」
（
隅
中
世
の
社

　
会
と
経
済
駈
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
）
。

⑨
糊
建
内
記
恥
嘉
吉
二
年
四
月
八
日
条
。

⑩
噸
康
富
記
嚇
嘉
吉
二
年
一
二
月
＝
日
条
。

⑪
『
康
富
記
』
嘉
吉
王
年
四
月
～
二
日
条
。

⑫
「
室
町
幕
府
追
加
法
」
二
三
三
条
。

⑬
中
島
圭
一
「
日
銭
屋
考
」
（
日
量
か
な
る
中
世
㎞
九
号
、
一
九
八
八
年
）
。

⑭
中
島
圭
一
「
中
世
京
都
に
お
け
る
土
倉
業
の
成
立
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
～
…

　
三
号
、
一
九
九
二
年
）
。

⑮
前
掲
中
島
「
日
銭
屡
考
」
。

⑯
幕
府
財
政
を
管
理
し
た
土
倉
正
実
坊
が
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
に
、
「
先
規
」

　
と
し
て
幕
府
に
命
じ
ら
れ
た
兵
庫
島
修
理
を
「
無
力
故
」
拒
絶
し
た
の
も
（
『
蔭

　
涼
軒
日
録
』
寛
正
五
年
六
月
置
B
条
）
、
土
一
揆
の
被
害
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

⑰
禁
閲
の
変
に
つ
い
て
は
、
森
茂
暁
「
閤
の
歴
史
、
後
南
朝
－
後
醍
醐
流
の
抵

　
抗
と
終
焉
1
」
（
角
川
選
書
、
｝
九
九
七
年
）
第
四
章
を
参
照
。

⑱
康
正
二
年
に
あ
ら
た
め
て
内
裏
再
建
が
行
わ
れ
た
際
に
、
そ
の
時
点
で
の
内
裏

　
の
状
況
が
調
査
さ
れ
て
い
る
が
（
「
山
郷
記
」
康
正
二
年
二
月
一
六
日
条
）
、
そ
の

　
中
で
「
半
作
清
涼
殿
」
を
再
度
建
て
替
え
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。

⑲
『
康
富
記
臨
文
安
元
年
閏
六
月
二
五
日
条
。
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＠＠＠＠

隅
建
内
記
臨
文
安
元
年
四
月
二
三
日
条
。

『
建
内
記
㎏
文
安
四
年
一
〇
月
二
五
日
興
。

『
康
富
記
』
宝
徳
元
年
八
月
一
霊
二
日
条
。

魍
斎
藤
基
恒
日
記
』
享
徳
三
年
七
月
｝
二
日
条
。

⑳
　
前
掲
市
原
「
室
町
時
代
の
段
銭
に
つ
い
て
」
。

⑳
　
同
年
の
土
一
揆
蜂
起
の
概
要
に
つ
い
て
は
前
掲
中
村

　
～
二
六
五
頁
を
参
照
。

糊
土
一
揆
研
究
輪
二
五
二

第
二
章
　
分
一
銭
徴
収
方
式
の
確
立

一
　
分
【
銭
の
再
検
討

足利義政親政期の財政再建（早島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
依
レ
押
二
品
諸
土
倉
・
日
銭
屋
以
下
質
物
縞
公
料
忽
令
二
失
墜
こ
と
幕
府
奉
行
人
が
表
明
し
た
通
り
、
享
徳
三
年
（
｝
四
五
四
）
の
土
　
揆

は
、
幕
府
を
再
び
財
政
危
機
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幕
府
も
こ
の
よ
う
な
事
態
を
前
に
何
の
対
策
も
た
て
な
か
っ
た
わ
け
で
な
く
、

分
一
銭
と
い
う
財
源
を
創
出
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
分
～
銭
と
は
、
幕
府
が
徳
政
令
を
出
し
た
際
に
納
め
さ
せ
た
手
数
料
で
あ
り
、
新

た
に
こ
の
分
一
銭
を
財
政
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
で
、
「
馬
料
」
の
「
失
墜
」
と
い
う
事
態
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
の
動
き
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
幕
府
が
は
じ
め
て
分
一
銭
徴
収

と
い
う
政
策
を
打
ち
出
し
た
享
徳
三
年
に
、
肝
心
の
分
一
銭
徴
収
に
失
敗
し
た
こ
と
に
加
え
、
発
令
以
前
に
土
一
揆
が
私
徳
政
を
行
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

や
、
債
権
者
と
債
務
者
の
個
人
的
な
関
係
が
徳
政
令
の
適
用
を
阻
害
し
た
と
い
う
指
摘
か
ら
、
分
～
銭
の
規
模
や
、
こ
の
よ
う
な
財
源
を
創
出

し
た
幕
府
自
身
に
つ
い
て
も
十
分
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
分
｝
銭
徴
収
に
失
敗
し
た
段
階
で
の
従
来
の
評
価
は
妥
当
と
い
え
る
が
、
分
一
銭
を
め
ぐ
る
幕
府
の
動
向
は
、
こ
の
失
敗
で
終
わ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
翌
康
正
元
年
（
～
四
五
五
）
に
幕
府
は
改
正
令
を
発
令
し
て
お
り
、
分
一
銭
に
関
す
る
一
連
の
経
過
か
ら
幕
府
の
動
向

を
評
価
す
る
に
は
、
こ
の
康
正
元
年
令
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
ま
ず
、
康
正
元
年
令
の
内
容
か
ら
分
析
す
る
こ
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と
に
し
た
い
。

　
　
　
十
一
月

　　　　　一　　　　一　　一nd一

去
年
徳
政
之
暁
借
銭
＋
分
亟
塑
難
蝉
一
寄
人
魏
奉
書
以
下
耐
乏
・

納
銭
方
堤
右
京
亮
有
家
為
二
伊
勢
守
貞
親
代
一
存
二
知
之
殉

重
壁
書
被
レ
押
二
政
所
一
了
。

銭
主
・
借
主
共
申
二
給
奉
書
納
各
寄
人
調
レ
之
。
頭
入
加
判
、
各
奉
書
裏
組
二
伊
勢
守
貞
親
謹
判
副
堤
右
京
亮
奉
二
行
之
而
奉
書
裏
判
事
、
不
レ
知
二
子

細
一
執
事
以
下
不
肖
候
故
歎
、
不
レ
可
レ
説
レ
之
。

ナ
分
一
事
、
自
レ
是
以
後
為
二
五
分
二
被
レ
付
二
納
銭
方
｝
了
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

此
時
條
々
、
於
二
政
所
内
談
在
レ
之
、
単
数
被
レ
宮
司
除
之
晶
自
明
此
時
【
政
所
方
奏
者
、
塙
左
京
亮
行
久
也
。
（
後
略
）
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本
法
令
の
内
容
は
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
①
前
年
に
飯
尾
為
数
が
単
独
で
行
っ
た
奉
書
作
成
を
政
所
寄
人
全
員
で
行
う
こ
と
に
す
る
。

　
②
分
一
銭
徴
収
後
、
奉
書
裏
に
伊
勢
貞
親
の
花
押
を
据
え
る
。

　
③
銭
主
（
債
権
者
）
に
対
し
て
も
債
権
保
証
の
奉
書
を
発
給
す
る
。

　
④
分
一
銭
を
十
分
一
か
ら
五
分
一
へ
値
上
げ
す
る
。

　
こ
の
う
ち
、
③
、
④
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
四
条
、
第
五
条
の
記
載
の
通
り
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
①
、
②
の
二
点
に
つ
い
て
補
足
す
る
。

①
の
奉
書
発
給
手
続
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
享
徳
三
年
の
場
合
、
右
の
第
一
条
の
ほ
か
、
『
斎
藤
基
恒
日
記
』
享
徳
三
年
～
○
月
条
に
も
「
奉

　
　
　
（
飯
尾
下
総
守
）
　
　
　
　
　
（
二
階
堂
患
行
×
布
施
）

書
右
筆
飯
総
為
数
、
同
加
判
頭
人
、
貞
基
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
飯
尾
為
数
が
奉
書
を
作
成
し
、
二
階
堂
、
布
施
の
二
人
が
加
判
す
る
体
制

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
四
条
に
は
「
各
寄
人
」
が
奉
書
を
調
え
る
と
あ
り
、
翌
康
正
元
年
に
は
奉
書
作
成
が
政
所
寄
人
全
員
で
行
わ
れ
る
よ

う
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
②
の
伊
勢
氏
の
裏
花
押
に
つ
い
て
、
右
の
史
料
で
は
「
不
レ
知
二
子
細
」
と
見
え
る
が
、
実
際
の
発
給



足利義政親政期の財政再建（早島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
「
借
銭
五
分
一
事
収
納
之
後
、
可
レ
加
二
勢
州
判
こ
と
い
う
手
続
き
で
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
裏
加
判
が
分
一
銭
納
入
を
確
認
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
と
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
康
正
元
年
令
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
法
令
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
点
は
、
康
正
元
年
令
が
分
一
銭
徴
収
、
奉
書
発
給
と
い
っ
た
事
務
手
続
き
の
改
善
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

康
正
元
年
令
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
令
を
分
～
徳
政
禁
制
と
評
価
す
る
視
角
か
ら
③
の
債
権
者
へ
の
奉
書
発
給
に
関
心
が
集
中
し
、
①
、
②
に

見
え
る
事
務
手
続
き
の
改
善
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
分
一
銭
は
以
後
工
具
世
紀
に
も
徴
収
さ
れ
て
い
た
財

　
　
　
⑥

源
で
あ
り
、
初
期
の
段
階
で
出
さ
れ
た
事
務
手
続
き
の
改
善
策
は
、
以
後
分
～
銭
を
徴
収
す
る
際
の
基
盤
と
な
る
制
度
的
に
も
重
要
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
康
正
元
年
令
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
点
は
、
第
四
条
に
見
え
る
分
一
銭
の
値
上
げ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
素
直
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
従
来
の
評
価
と
は
逆
に
、
前
年
の

享
徳
三
年
令
の
段
階
で
奉
書
発
給
の
需
要
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
分
一
銭
徴
収
自
体
に
は
失
敗
し
た
も
の
の
、
享

徳
三
年
置
の
反
響
は
十
分
に
大
き
な
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
値
上
げ
は
そ
の
需
要
を
見
込
ん
だ
上
で
の
対
応
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
享

徳
三
年
令
の
失
敗
は
、
あ
く
ま
で
分
一
銭
徴
収
の
失
敗
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
時
に
徴
収
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
分
一
銭
の
規
模
自
体
の
少
な
さ
ま

で
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
享
徳
三
年
度
の
分
一
銭
徴
収
予
定
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
模
を
確
定
す
る
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
康
正
元
年
令
ま
で
を
視
野
に
い
れ
て
検
討
す
る
と
、
従
来
の
分
一
銭
に
つ
い
て
の
評
価
も
見
直
す
余
地
は
十
分
に
出
て
く
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
分
　
銭
の
規
模
を
検
討
す
る
こ
と
で
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
こ
と
に
し
、
さ
ら
に
そ
の
結
論
を
も
と
に
あ
ら
た
め
て
康
正

元
年
令
の
改
正
内
容
に
つ
い
て
も
位
置
づ
け
直
す
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
享
徳
三
年
度
分
一
銭
徴
収
予
定
額
の
復
原

享
徳
三
年
の
分
一
銭
徴
収
予
定
額
を
推
定
す
る
に
あ
た
り
、
賀
茂
祭
要
脚
の
額
か
ら
、
そ
の
数
値
を
逆
算
す
る
。
享
徳
三
年
の
分
一
銭
は
翌
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康
正
元
年
四
月
の
賀
茂
祭
要
脚
に
充
て
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
分
一
銭
未
進
者
が
多
か
っ
た
た
め
に
予
定
額
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

幕
府
の
方
策
む
な
し
く
賀
茂
祭
の
中
止
が
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
事
態
は
急
展
開
し
、
翌
年
四
月
、
武
家
側
の
強
い
要
望
で
急
遽
賀

茂
祭
は
執
り
行
わ
れ
た
。
当
時
の
記
録
に
は
「
乱
用
以
二
去
年
徳
政
十
分
一
一
被
レ
付
二
其
脚
一
」
と
あ
り
、
問
題
で
あ
っ
た
賀
茂
祭
要
脚
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
は
「
去
年
徳
政
十
分
一
」
、
す
な
わ
ち
享
徳
三
年
の
分
一
銭
徴
収
を
徹
底
す
る
こ
と
で
賄
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
賀
茂
祭
要
脚
に

享
徳
三
年
の
分
一
銭
が
充
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

　
　
享
徳
三
年
度
分
一
銭
徴
収
予
定
額
W
賀
茂
祭
要
脚

　
　
　
　
⑨

と
立
式
さ
れ
、
以
下
、
こ
の
式
を
も
と
に
分
｝
銭
徴
収
予
定
額
を
復
原
し
て
い
く
。

　
ま
ず
、
賀
茂
祭
要
脚
に
つ
い
て
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
の
事
例
を
参
照
す
る
。
同
年
、
賀
茂
祭
伝
奏
の
任
に
あ
っ
た
万
里
小
路
主
峯
の
日

記
に
は
璽
祭
翌
年
秀
五
千
疋
鞭
粁
蟹
と
あ
蜘
萎
元
年
度
の
藩
出
超
が
総
計
四
三
・
貫
文
で
あ
・
た
・
と
が
わ
か
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ま
た
、
永
享
年
間
ま
で
に
は
幕
府
が
賀
茂
祭
要
脚
を
負
担
す
る
こ
と
は
恒
常
化
し
て
い
た
か
ら
、
幕
府
の
負
担
費
用
も
こ
の
頃
ま
で
に
は
定
額

化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
以
上
の
こ
と
か
ら
康
正
元
年
度
の
賀
茂
祭
要
脚
を
四
三
σ
貫
文
と
見
積
も
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
こ
の
数
字
を
先
の
式
へ
代
入
す
る
と
、
享
徳
三
年
の
分
一
銭
徴
収
予
定
額
は
四
三
〇
貫
文
以
上
と
な
り
、
今
回
の
分
一
銭
は
申
請
額

の
十
分
一
で
あ
る
か
ら
、
申
請
額
は
そ
の
～
O
倍
の
四
三
〇
〇
貫
文
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
毎
年
四
月
に
行
わ
れ
る
賀
茂
祭
要
脚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
件
が
問
題
に
な
る
の
は
三
月
中
の
こ
と
で
あ
り
、
享
徳
三
年
の
分
｝
銭
徴
収
予
定
額
を
賀
茂
祭
要
脚
に
充
て
る
こ
と
も
、
三
月
末
ま
で
に
は

決
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
享
徳
三
年
令
が
出
さ
れ
た
享
徳
三
年
一
〇
月
二
九
日
か
ら
翌
康
正
元
年
三
月
末
ま
で

の
約
五
ヶ
月
間
に
、
幕
府
に
対
し
て
四
三
〇
〇
貫
文
以
上
の
借
銭
棄
破
申
請
が
行
わ
れ
、
そ
の
計
算
の
も
と
に
賀
茂
祭
要
脚
に
分
一
銭
徴
収
予

定
額
を
充
て
る
こ
と
が
決
定
し
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
五
ヶ
月
間
で
四
三
〇
〇
貫
文
以
上
の
借
銭
棄
破
申
請
額
。
そ
の
規
模
を
確
定
す
る
た
め
に
、
続
い
て
分
一
銭
徴
収
額
の
詳
細
な
記
録
が
残
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

文
明
一
三
年
（
一
四
八
一
）
の
場
合
と
比
較
す
る
。
学
年
の
分
一
銭
徴
収
額
に
つ
い
て
は
「
借
主
申
五
分
～
賦
引
付
」
と
い
う
、
借
銭
棄
破
申
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⑮

請
者
と
申
請
額
を
記
載
し
た
引
付
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
文
明
一
三
年
令
の
出
さ
れ
た
八
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
五
ヶ
月
間
の
申
請
額
を

見
る
と
、
総
額
は
四
五
五
七
貫
三
〇
七
文
余
に
な
る
（
但
し
、
石
高
に
よ
る
申
請
は
除
懸
）
。
次
に
両
年
の
借
銭
棄
破
申
請
額
を
比
較
す
る
と
、
両
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者
は
共
に
四
三
〇
〇
貫
文
以
上
と
近
似
し
て
お
り
、
概
算
で
は
あ
る
が
、
享
徳
三
年
令
は
文
明
＝
二
年
令
と
同
様
の
規
模
の
申
請
額
が
あ
っ
た

と
判
断
で
き
る
。
こ
こ
で
比
較
し
た
文
明
一
三
年
令
の
借
主
、
銭
主
を
合
わ
せ
た
総
申
請
額
に
つ
い
て
は
、
後
に
出
さ
れ
た
永
正
元
年
令
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

五
〇
一
）
、
天
文
…
五
年
令
（
一
五
四
六
）
と
比
較
し
て
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
評
価
は
、
尊
母
の
申
請
を
認
め
て
い

な
か
っ
た
た
め
借
銭
棄
破
申
請
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
同
じ
く
享
徳
三
年
令
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
享

徳
三
年
度
の
分
｝
銭
徴
収
予
定
額
の
規
模
を
こ
の
よ
う
に
推
定
す
る
と
、
先
に
指
摘
し
た
分
一
銭
値
上
げ
の
事
実
と
も
十
分
に
整
合
す
る
の
で

あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
享
徳
三
年
の
分
一
銭
徴
収
予
定
額
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
規
模
は
従
来
の
よ
う
に
過
小
に
評
価
す
べ
き
で
は
な

く
、
以
後
の
分
一
徳
政
令
と
比
べ
て
も
遜
色
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
享
徳
三
年
度
分
　
銭
徴
収
予
定
額
を
右
の
よ
う
に
評
価
し
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
康
正
元
年
令
の
検
討
に
移
る
。
先
述
の
通
り
、
今
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
改
正
で
は
常
時
一
五
名
以
上
い
た
政
所
寄
人
全
員
が
奉
書
を
発
給
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
お
り
、
前
年
に
飯
尾
里
数
が
一
人
で
奉
書
を
発
給

し
て
い
た
こ
と
に
比
べ
、
作
業
効
率
は
大
幅
に
向
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
幅
な
事
務
処
理
能
力
の
向
上
が
計
ら
れ
た
理
由
は
、

第
一
に
、
政
所
の
予
想
を
上
回
る
借
銭
聖
心
申
請
者
、
す
な
わ
ち
分
一
銭
納
入
者
の
多
さ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
再
度
「
借
主
申

五
分
一
賦
引
付
」
を
参
照
す
る
と
、
文
明
＝
二
年
令
の
場
合
、
五
ヶ
月
間
の
借
銭
棄
破
申
請
者
は
一
六
〇
名
で
あ
り
、
ま
た
、
一
人
が
複
数
の

申
請
を
行
う
場
合
も
あ
っ
た
の
で
、
幕
府
は
二
四
六
点
の
借
銭
棄
破
奉
書
を
発
給
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
文
明
　
三
年
掛
と
同
規
模
の
借
銭
棄

破
申
請
額
を
推
定
し
た
享
徳
三
年
令
に
お
い
て
も
そ
の
数
は
同
等
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
文
明
＝
二
年
令
で
は
一
七
名
の
政
所
寄

人
が
申
請
を
受
理
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
に
対
し
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
享
徳
三
年
令
で
は
申
請
の
受
理
か
ら
奉
書
作
成
ま
で
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

飯
尾
為
数
が
単
独
で
行
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
点
で
両
者
の
処
理
能
力
は
決
定
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
享
徳
三
年
の
分
～

銭
徴
収
の
失
敗
は
奉
書
申
請
者
数
が
予
想
以
上
に
殺
到
し
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
対
す
る
政
所
の
事
務
能
力
の
低
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
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の
で
あ
る
。
ま
た
、
康
正
元
年
令
で
は
銭
主
（
債
権
者
）
へ
の
奉
書
発
給
も
決
定
し
て
い
た
か
ら
、
申
請
者
数
の
倍
増
は
当
然
予
想
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
り
、
康
正
元
年
令
で
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
事
務
手
続
の
整
備
が
計
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
本
節
で
は
、
享
徳
三
年
令
の
反
響
は
幕
府
の
予
想
以
上
に
大
き
く
、
翌
年
の
康
正
元
年
令
は
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
分
一
銭

徴
収
の
確
実
化
を
目
的
と
し
て
出
さ
れ
た
合
理
的
な
法
令
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
享
徳
三
年
度
の
奉
書
申
請
者
数
が
幕
府
の
予
想

以
上
の
規
模
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
翌
康
正
元
年
に
銭
主
に
も
奉
書
申
請
を
認
め
た
こ
と
は
、
幕
府
に
と
っ
て
当
然
の
財
源
増
収
策
で
あ
っ
た

と
い
え
、
薪
財
源
と
し
て
創
出
し
た
分
｝
銭
に
つ
い
て
、
当
初
は
徴
収
の
際
の
失
敗
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
幕
府
は
康
正
元
年
令
を
制
定
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
で
分
一
銭
徴
収
方
式
の
確
立
に
成
功
し
た
と
結
論
で
き
る
の
で
あ
る
。

54　（722）

三
　
伊
勢
貞
親
と
康
正
元
年
令

　
先
に
引
用
し
た
康
正
元
年
令
第
二
条
で
は
、
堤
氏
が
伊
勢
貞
親
代
と
し
て
分
一
銭
を
徴
収
す
る
こ
と
が
披
露
さ
れ
、
第
四
条
で
は
、
分
一
銭

納
入
の
確
認
の
た
め
に
伊
勢
氏
が
奉
書
の
裏
に
花
押
を
捺
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
に
伊
勢
氏
は
将
軍
側
近
と
し

て
幕
政
上
重
要
な
位
置
に
い
た
も
の
の
、
康
正
元
年
の
時
点
で
政
所
執
事
は
伊
勢
氏
で
な
く
二
階
堂
氏
で
あ
り
、
制
度
的
に
政
所
と
関
係
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
⑫
　
　
　
⑬

伊
勢
氏
の
右
の
よ
う
な
活
動
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
通
り
五
味
、
百
瀬
、
鳥
居
三
農
の
論
争
が
あ
る
。
本
節
で
は
、
童
心
史
上
の
争

点
で
も
あ
っ
た
伊
勢
氏
の
活
動
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
分
一
銭
を
巡
る
幕
府
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
最
初
に
三
曲
の
説
の
概
要
を
記
す
。
五
塵
氏
は
、
政
所
の
財
政
機
構
を
握
ろ
う
と
い
う
伊
勢
氏
の
意
図
の
下
、
こ
の
時
期
の
政
所
は
二
階
堂

氏
が
支
払
、
伊
勢
氏
が
収
入
と
い
う
よ
う
に
機
能
分
化
し
て
い
た
と
述
べ
、
百
瀬
氏
は
両
者
の
権
限
分
割
を
伊
勢
氏
が
官
銭
の
収
支
、
二
階
堂

氏
は
形
式
的
事
務
手
続
を
管
掌
し
た
と
解
釈
し
て
、
こ
れ
を
｝
つ
の
根
拠
に
伊
勢
氏
が
政
所
の
実
権
を
掌
握
し
た
と
説
明
す
る
。
伊
勢
氏
と
二

階
堂
氏
の
権
限
に
つ
い
て
解
釈
の
違
い
は
あ
る
が
、
共
に
伊
勢
氏
の
活
動
を
政
所
の
実
権
掌
握
を
意
図
し
た
と
す
る
点
で
は
視
座
を
共
有
す
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
鳥
居
氏
は
、
当
該
期
に
伊
勢
氏
が
幕
府
財
政
に
関
与
し
た
事
例
を
納
銭
、
下
行
に
分
類
し
、
検
討
を
加
え
た
上
で
、
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そ
の
活
動
は
将
軍
上
意
に
よ
る
朝
廷
へ
の
下
行
と
分
～
銭
、
段
銭
の
収
納
に
限
ら
れ
、
政
所
の
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
全
く

異
な
る
結
論
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
政
所
に
お
け
る
伊
勢
氏
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
限
、
意
図
に
関
し
て
意
見
の
一
致
を
見
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
判
断
は
ひ
と
ま
ず
保
留
す
る
こ
と
に
し
て
、
最
初
に
、
政
所
に
お
け
る
伊
勢
氏
の
活
動

が
確
認
で
き
る
事
例
を
網
羅
的
に
検
討
し
、
基
礎
的
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
伊
勢
氏
と
政
所
の
関
係
を
示
す
事
例
は
先
に

み
た
康
正
元
年
令
を
含
め
て
四
例
あ
り
、
以
下
に
そ
の
事
例
を
列
挙
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
事
例
1
　
政
所
に
お
け
る
伊
勢
氏
の
活
動
の
初
見
は
、
康
正
元
年
一
〇
月
二
日
付
の
追
加
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
享
徳
三
年
に
発
給
さ
れ
た

借
銭
棄
破
奉
書
を
再
提
出
さ
せ
、
伊
勢
氏
の
花
押
を
捺
し
た
後
に
分
～
銭
を
納
入
す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　
事
例
2
　
翌
一
一
月
に
出
さ
れ
た
康
正
元
年
令
に
見
え
る
伊
勢
氏
の
活
動
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　
事
例
3
　
同
じ
く
二
月
末
に
は
、
伊
勢
氏
と
政
所
執
事
二
階
堂
氏
の
代
官
が
連
署
し
て
次
の
召
文
（
史
料
g
）
を
発
給
し
て
い
た
。

　
　
召
文
案

　
9
権
大
外
記
康
寓
申
七
条
坊
門
坊
城
與
朱
雀
問
北
頬
敷
地
猫
間
畠
事
、
糺
明
之
問
、
置
二
所
務
婦
中
ハ
来
二
日
以
前
令
二
出
癖
【
可
レ
被
レ
明
之
由
候
也
。
傍
執

　
　
達
如
レ
件
。

　
　
　
康
正
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
守
代
（
堤
）

　
　
　
　
十
一
月
半
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
家
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
所
代
　
（
塙
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
久
　
判

　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
其
国
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
郷
）

h
（
前
略
）
今
日
政
所
奉
行
諏
訪
信
濃
守
方
ヨ
リ
猫
鉛
筆
並
旧
跡
敷
地
永
代
沽
却
之
契
約
棄
欝
欝
御
奉
書
整
二
黒
之
弔
依
二
徳
政
御
法
　
也
。
五
分
一
可
二
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
納
【
也
。
又
両
所
所
務
可
レ
置
レ
中
之
由
召
文
二
通
同
副
二
送
之
の
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

百
瀬
氏
は
史
料
g
を
「
政
所
の
裁
判
権
に
属
す
る
京
中
沽
却
地
の
訴
訟
に
関
与
」
す
る
も
の
と
解
釈
し
た
が
、
後
に
鳥
居
氏
は
史
料
h
を
援
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⑱

算
し
て
、
こ
の
召
文
を
康
正
元
年
令
の
適
用
に
関
し
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と
よ
り
厳
密
に
規
定
し
て
お
り
、
本
稿
で
も
史
料
9
に
つ
い
て
は
、

鳥
居
氏
の
解
釈
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

　
事
例
4
　
次
の
史
料
か
ら
、
同
年
一
二
月
六
日
に
伊
勢
氏
被
官
堤
氏
の
邸
宅
で
政
所
内
談
が
開
か
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
有
家
）
　
（
伊
勢
貞
親
）

　
　
　
（
前
略
）
伝
聞
、
今
日
堤
右
京
亮
許
伊
勢
守
招
請
云
々
。
伊
勢
守
帰
宅
之
後
、
政
所
方
内
談
於
二
堤
右
京
黙
許
一
在
レ
之
。
永
地
売
買
之
地
等
條
目
、
尚
以

　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
令
二
治
定
一
云
々
。

　
史
料
申
の
「
永
地
売
買
平
地
等
之
條
目
」
の
内
容
は
、
翌
康
正
二
年
以
降
に
永
代
売
買
地
の
知
行
を
保
証
し
た
政
所
奉
行
人
奉
書
の
発
給
が

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
分
一
銭
納
入
と
引
き
替
え
に
買
地
安
堵
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
一
月
の
康
正
元
年
令
の
段
階
で

は
、
借
主
棄
破
奉
書
の
場
合
と
同
じ
く
、
聖
主
奉
書
の
発
給
は
金
銭
貸
借
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
今
度
の
政
所
内
談
で
は
、
そ
の
対
象
を
土

地
売
買
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
四
つ
の
事
例
を
検
討
し
た
結
果
、
伊
勢
氏
の
活
動
は
、
分
～
銭
の
徴
収
（
事
例
1
，
2
）
、
徳
政
令
の
適
用
（
事
例
3
）
、
及
び
そ
の
改

正
（
事
例
4
）
と
い
う
よ
う
に
分
～
徳
政
令
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
も
と
に
、
従

来
の
説
の
検
討
に
移
る
と
、
ま
ず
、
伊
勢
氏
の
活
動
は
政
所
の
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
す
る
鳥
居
氏
の
説
は
、
前
年
に
政
所
寄
人
が
行

っ
た
分
一
銭
徴
収
の
権
限
を
康
正
元
年
に
伊
勢
氏
が
吸
収
し
た
の
は
明
ら
か
な
の
で
、
妥
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
百
瀬
氏
は
事
例
2
、
3
を
根

拠
に
伊
勢
氏
が
政
所
の
実
権
を
掌
握
し
た
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
伊
勢
氏
が
分
～
徳
政
令
に
関
す
る
権
隈
を
掌
握
し
た
こ
と
を
読
み

と
れ
る
も
の
の
、
そ
の
権
限
が
政
所
全
般
に
及
ぶ
と
ま
で
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
伊
勢
氏
の
権
限
を
政
所
の
収
納
に
関

与
す
る
も
の
と
し
た
五
味
氏
の
説
が
最
も
妥
当
な
も
の
に
な
る
が
、
五
昧
氏
の
説
に
し
て
も
他
の
解
説
同
様
、
伊
勢
氏
が
政
所
に
関
与
し
た
理

由
が
明
ら
か
で
な
く
、
説
明
に
不
十
分
さ
を
残
す
。
ま
た
、
鳥
居
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
こ
の
時
期
に
は
将
軍
義
政
の
成
長
に
従
い
、
そ
の
意

向
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
政
治
状
況
の
変
化
が
見
ら
れ
た
が
、
伊
勢
氏
は
将
軍
側
近
と
い
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
右
で
見
た
限
定
さ
れ

た
か
た
ち
で
し
か
政
所
に
関
与
で
き
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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足利義政親政期の財政再建（早島）

　
そ
こ
で
、
次
に
当
該
期
の
政
治
状
況
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
文
安
六
年
（
一
四
四
九
）
の
将
軍
義
政
元
服
後
も
管
領
が
幕
政
を

掌
握
す
る
状
態
は
続
い
て
お
り
、
百
瀬
氏
は
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
ま
で
管
領
下
知
状
が
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
年
ま
で
管
領
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

権
限
が
確
認
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
節
の
関
心
か
ら
も
、
特
に
伊
勢
氏
の
活
動
が
顕
著
に
な
る
康
正
元
年
以
降
の
政
治
状
況
が

重
要
に
な
る
の
で
、
幕
府
の
実
務
を
支
え
た
幕
府
奉
行
人
の
管
轄
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
も
う
少
し
詳
細
に
こ
の
時
期
の
政
治
過
程
を
跡
づ
け

て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
管
領
と
幕
府
奉
行
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
康
正
元
年
一
一
月
に
管
領
の
「
仰
付
」
で
奉
行
人
の
別
奉
行
就
任
が
決
定
し
、
康
正
二
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

四
五
六
）
四
月
の
洛
中
洛
外
棟
別
銭
の
際
も
、
「
右
筆
方
老
若
」
が
管
領
邸
に
参
集
し
て
棟
別
銭
徴
収
の
役
翻
分
担
を
決
め
て
お
り
、
こ
の
時

ま
で
管
領
が
幕
府
奉
行
人
を
統
括
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
年
一
二
月
に
は
伊
勢
氏
が
幕
府
奉
行
人
の
恩
賞
方
昇
進
を

　
　
　
　
　
⑭

決
定
し
て
お
り
、
以
上
の
点
か
ら
幕
府
奉
行
人
の
管
轄
が
管
領
か
ら
伊
勢
氏
へ
移
行
す
る
の
は
、
康
正
二
年
四
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
間
で
あ

る
と
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
幕
府
奉
行
人
の
管
轄
か
ら
は
、
康
正
二
年
四
月
ま
で
管
領
政
治
の
残
存
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

こ
と
は
幕
府
奉
行
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
政
所
に
お
い
て
も
同
じ
く
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
康
正
二
年
よ
り
遡
る
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
に

も
政
所
は
管
領
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
享
徳
三
年
令
の
制
定
や
分
一
銭
の
創
出
も
、
管
領
主
導
で
行
わ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。

　
右
の
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
最
後
に
分
一
銭
を
巡
る
享
徳
三
年
以
降
の
幕
府
の
動
き
を
整
理
し
て
お
く
。
同
年
に
新
財
源
と
し
て
創
出
さ
れ

た
分
一
銭
も
、
徴
収
の
際
の
不
手
際
に
よ
り
、
そ
の
要
脚
で
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
賀
茂
祭
の
日
程
に
間
に
合
わ
ず
、
一
度
は
中
止
が
決
定

さ
れ
る
。
そ
の
後
、
幕
府
は
急
遽
分
一
銭
を
回
収
す
る
こ
と
で
翌
月
に
賀
茂
祭
を
挙
行
し
た
が
、
康
正
元
年
令
発
令
に
至
る
経
過
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
依
然
、
分
一
銭
徴
収
方
式
の
改
善
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
課
題
は
伊
勢
氏
を
中
心
に
改
善
さ
れ
、

康
正
元
年
令
の
制
定
を
宣
る
こ
と
に
な
る
が
、
幕
府
財
政
の
中
枢
で
あ
る
政
所
は
未
だ
管
領
の
影
響
下
に
あ
っ
た
た
め
に
、
政
所
に
お
け
る
伊

勢
氏
の
活
動
も
本
節
で
見
た
よ
う
な
変
則
的
な
か
た
ち
で
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
章
で
は
三
節
に
わ
た
り
分
一
銭
を
巡
る
幕
府
の
動
向
を
検
討
し
た
。
論
点
は
右
の
整
理
に
尽
き
る
が
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
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一
二
月
ま
で
に
は
伊
勢
氏
が
奉
行
人
の
管
轄
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本
節
で
見
た
伊
勢
氏
の
活
動
は
、
幕
府
財
政

の
み
な
ら
ず
将
軍
元
服
後
も
管
領
の
影
響
力
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
当
該
期
の
政
治
状
況
に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
の

点
を
検
証
す
る
に
は
、
義
政
親
政
の
確
立
ま
で
の
政
治
史
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
、
本
章
で
は
分
一
銭
の
検
討
を
中
心
と
し
た
た
め

に
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
伊
勢
氏
と
段
銭
徴
収
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
義
政
親

政
の
確
立
過
程
を
詳
論
す
る
こ
と
に
し
、
伊
勢
氏
と
段
銭
の
問
題
に
つ
い
て
も
そ
の
際
に
あ
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

＠＠＠＠o

「
室
町
幕
府
追
加
法
」
二
三
九
条
。

前
掲
桑
山
門
室
町
時
代
の
徳
政
扁
。

『
斎
藤
陸
曹
日
記
駈
康
正
元
年
＝
月
条
。

『
康
富
記
㎏
康
正
元
年
＝
月
二
八
日
条
。

　
　
百
瀬
今
朝
雄
「
文
明
十
二
年
の
徳
政
禁
制
に
関
す
る
一
考
察
」
（
隅
史
学
雑
誌
㎞

　
六
六
一
四
号
、
一
九
五
七
年
）
、
前
掲
桑
山
「
室
町
時
代
の
徳
政
」
。

⑥
前
掲
桑
山
「
室
町
時
代
の
徳
政
」
。

⑦
『
康
富
塚
山
享
徳
四
年
四
月
二
二
日
条
。

⑧
『
康
畜
記
隔
享
徳
四
年
閏
四
月
二
八
日
条
。

⑨
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
算
喜
好
氏
も
「
分
一
徳
政
令
と
室
町
幕
府
の
財

　
政
」
（
『
史
潮
㎞
五
二
号
、
一
九
五
四
年
）
の
中
で
、
「
曲
り
な
り
に
も
賀
茂
祭
を

　
行
い
得
る
費
用
は
集
ま
っ
た
も
の
と
見
な
し
う
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑩
『
建
内
記
㎞
文
安
元
年
四
月
一
七
臼
条
。

⑪
応
安
七
年
（
文
申
三
、
一
三
七
四
）
度
の
幕
府
繊
資
額
は
四
〇
〇
貫
文
で
あ
り

　
（
「
盛
夏
記
」
同
年
四
月
一
四
日
条
、
㎎
後
退
』
所
収
）
、
本
文
の
推
定
に
大
過
は

　
な
い
と
考
え
る
。

⑫
『
建
内
記
輪
永
享
＝
犀
三
月
一
四
日
条
に
は
門
年
来
武
家
奉
行
承
惣
用
（
賀

　
茂
祭
惣
用
、
早
島
註
）
事
扁
と
あ
り
、
足
利
義
教
の
時
代
ま
で
に
は
幕
府
が
恒
常

　
的
に
賀
茂
祭
の
費
用
を
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑬
例
え
ば
永
享
～
二
年
（
一
四
四
〇
）
の
賀
茂
祭
は
三
月
中
旬
ま
で
に
賀
茂
祭
伝

　
奏
が
定
め
ら
れ
、
費
用
の
件
も
そ
の
際
に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
『
建
内
記
㎞

　
永
享
ご
一
年
三
月
～
四
日
条
）
。
ち
な
み
に
嘉
吉
の
翫
以
降
は
、
第
～
章
で
述
べ

　
た
通
り
幕
府
財
政
の
低
迷
に
よ
り
、
賀
茂
祭
蓮
葉
の
到
着
は
当
日
に
及
ぶ
こ
と
が

　
多
く
参
考
に
な
ら
な
い
。

⑭
自
由
浩
然
編
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
下
（
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
六

　
年
）
所
収
、
以
下
、
文
明
一
三
年
令
に
関
す
る
数
値
は
本
引
付
に
よ
る
。

⑮
今
回
の
法
令
は
、
文
明
＝
奪
に
出
さ
れ
た
法
令
の
伝
達
が
不
十
分
で
、
効
果

　
が
上
が
ら
な
か
っ
た
た
め
に
再
度
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
従
来
、
同
法

　
令
は
最
初
に
発
令
さ
れ
た
年
次
を
と
っ
て
文
明
一
二
年
令
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、

　
本
稿
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
分
一
銭
徴
収
が
実
施
さ
れ
た
年
次
を
と
り
、
文

　
明
一
三
年
令
と
し
て
い
る
。

⑯
　
石
高
に
よ
る
申
請
は
二
三
件
あ
り
、
そ
の
総
額
は
三
一
九
回
一
升
余
で
あ
る
。

⑰
前
掲
桑
山
「
室
町
時
代
の
徳
政
」
五
四
九
頁
。
但
し
、
桑
山
氏
が
指
摘
す
る
の

　
は
、
銭
主
、
借
主
申
請
両
方
を
合
わ
せ
た
額
で
あ
る
が
、
享
徳
三
年
令
が
借
主
申

　
請
し
か
認
め
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
本
稿
で
は
借
主
申
請
額
の
み
を
比
較

　
の
対
象
と
し
た
。

⑱
例
え
ば
、
文
安
元
年
の
政
所
寄
人
は
一
五
入
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
凹
斎

　
藤
基
恒
潤
記
』
文
安
元
年
正
月
二
六
目
条
）
。
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⑲
隅
康
富
記
』
享
徳
三
年
一
〇
月
二
九
日
条
に
は
、
記
憲
中
原
康
富
が
奉
書
獲
得

　
の
た
め
に
飯
尾
為
数
邸
に
度
々
出
向
い
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ

　
と
も
奉
轡
作
成
の
権
限
が
飯
尾
関
数
に
独
占
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

⑳
鳥
居
和
之
氏
に
よ
る
と
、
長
禄
元
年
令
に
お
け
る
分
一
銭
の
徴
収
は
、
こ
れ
ま

　
で
の
方
法
が
奉
書
発
給
後
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
分
一
銭
を
徴
収
し
て
か
ら
奉

　
書
を
発
給
す
る
方
式
へ
と
変
化
し
た
と
い
い
（
前
掲
鳥
居
門
嘉
吉
の
乱
後
の
管
領

　
政
治
」
註
（
8
6
）
）
、
分
皿
銭
徴
収
方
式
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
さ
ら
に
改
良
が

　
計
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑳
前
掲
五
昧
「
管
領
制
と
大
名
制
」
。

⑫
　
前
掲
百
瀬
「
応
仁
・
文
明
の
乱
」
。

⑳
　
前
掲
鳥
居
「
嘉
吉
の
霊
智
の
管
領
政
治
」
。

⑳
　
　
「
去
年
徳
政
時
申
給
拾
分
壱
奉
書
令
無
沙
汰
所
々
事
」
（
「
室
町
幕
府
追
加
法
扁

　
二
五
五
条
）
。

⑮
　
　
『
康
富
記
睡
康
正
元
年
一
一
月
二
八
日
条
。
な
お
、
こ
こ
に
は
同
日
付
、
綾
小

　
路
大
宮
酒
屋
宛
の
同
じ
内
容
の
召
文
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
た
。

⑳
『
康
富
記
騙
康
正
元
年
＝
月
二
九
日
条
。

⑳
　
前
掲
百
瀬
「
応
仁
・
文
明
の
乱
」
一
八
五
頁
。

⑳
　
前
掲
鳥
居
「
嘉
吉
の
乱
後
の
管
領
政
治
」
三
七
頁
。

⑲
　
　
噸
康
富
記
㎞
康
正
元
年
＝
一
月
六
日
条
。

⑳
　
康
正
二
年
三
月
一
一
日
付
室
町
幕
府
奉
行
入
連
署
奉
書
（
「
山
中
文
害
」
一
六

　
四
号
、
『
水
口
町
史
』
下
所
収
）
、
康
正
二
年
一
〇
月
～
○
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人

　
奉
書
（
「
革
嶋
家
文
書
」
六
八
号
、
『
資
料
館
紀
要
』
五
号
所
収
）
、
文
轡
番
号
は

　
共
に
同
刊
本
に
よ
る
。

⑳
前
掲
百
瀬
「
亦
仁
・
文
明
の
乱
」
一
八
○
頁
。

⑫
　
　
欄
斎
藤
基
恒
日
記
』
康
正
元
年
＝
月
条
。

⑳
　
　
『
斎
藤
基
恒
日
記
』
康
正
二
年
四
月
二
日
条
。

⑭
　
　
『
斎
藤
基
恒
B
記
』
康
正
二
年
一
二
月
二
王
日
条
。

第
三
章
　
足
利
義
政
親
政
の
確
立
過
程

足利義政親政期の財政再建（早島）

内
裏
再
建
要
脚
の
調
達

　
本
章
で
は
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
に
完
成
し
た
内
裏
の
再
建
事
業
を
取
り
上
げ
、
前
章
で
触
れ
た
足
利
義
政
親
政
の
確
立
過
程
に
つ
い

て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　
表
3
に
記
し
た
通
り
、
管
領
政
治
期
以
来
の
課
題
で
あ
っ
た
内
裏
再
建
事
業
は
、
康
正
二
年
一
月
に
再
開
さ
れ
、
半
年
後
の
七
月
二
〇
日
、

内
裏
は
＝
二
年
ぶ
り
に
完
成
す
る
。
右
の
経
過
か
ら
は
、
管
領
政
治
期
の
失
敗
か
ら
す
る
と
驚
異
的
な
早
さ
で
再
建
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
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表3　義政親政期における内裏再建の経過

年　月　日 内　　　　容 典　　　拠

康正2年（1456）1／23 義政，管領細川勝元邸に行き，内裏再建を諮る 「師郷記」

3／3 王条実雅，柳原資綱，細川勝元を皇居造営方に任命 「西郷記」

3／29 造内裏木造始 「実遠卿記」

4／2 造内裏洛中洛外棟別銭／造内裏諸国段銭賦課 瞭藤基憧日記」

一／一 洛中地口銭賦課 前掲馬田論文
PP．40…42

4／U 内裏主柱上棟 『斎藤基恒日記』

6／5 造内裏要脚として大和国菩提樹・申山寺に壼銭賦課 『大乗院寺社雑事記』

6／12 義政，内裏巡見 　　一u二郷記」

7／6 内裏諸門立柱・上棟 「公名公記」

7／20 内裏落成・遷幸 『大乗院寺社雑事記3

か
る
の
だ
が
、
ま
た
、
同
じ
く
表
3
か
ら
は
今
回
の
内
裏
再
建
に
あ
た
り
、
諸
国
段
銭
、

洛
中
洛
外
棟
別
銭
・
地
口
銭
の
ほ
か
、
大
和
国
で
は
正
暦
寺
、
中
川
寺
に
壷
銭
が
賦
課

さ
れ
る
な
ど
、
前
圓
同
様
、
様
々
な
手
段
で
内
裏
再
建
要
脚
の
調
達
が
計
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
判
明
す
る
。
例
え
ば
、
正
暦
寺
、
中
川
寺
に
対
す
る
壼
銭
賦
課
は
、
康
正
二
年

に
興
福
寺
の
申
請
に
よ
り
一
旦
免
除
さ
れ
た
も
の
の
、
翌
年
再
度
徴
収
が
行
わ
れ
両
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
幕
府
に
無
銭
を
進
曝
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
馬
田
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
康
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

二
年
に
は
地
口
銭
に
つ
い
て
も
徴
収
の
徹
底
が
計
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

は
今
回
の
内
裏
再
建
要
脚
の
調
達
に
対
す
る
幕
府
側
の
意
気
込
み
が
う
か
が
え
る
。
し

か
し
、
管
領
政
治
期
の
内
裏
再
建
の
際
に
も
様
々
な
財
源
が
微
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

第
｝
章
で
見
た
通
り
で
あ
り
、
今
度
の
成
功
の
要
因
を
分
析
す
る
に
は
、
同
じ
条
件
で

の
比
較
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
～
章
と
同
じ
く
段
銭
に
注
目
し
て
、
今
回
の
調

達
の
実
態
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
「
康
正
二
年
造
内
裏
段
銭
井
国
役
引
付
」
と
い
う
史
料
は
、
今

回
の
内
裏
再
建
要
脚
納
入
者
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
題
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、

内
裏
再
建
要
脚
は
段
銭
・
国
役
と
い
う
二
種
類
の
方
式
で
徴
収
さ
れ
て
い
た
。
後
者
の

国
役
と
は
、
負
担
額
を
定
め
、
納
入
を
国
単
位
で
守
護
に
請
け
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

段
銭
守
護
請
の
収
敏
し
た
も
の
、
ま
た
は
形
態
的
に
「
段
銭
の
守
護
出
銭
化
」
し
た
も

　
　
　
　
　
⑤

の
と
評
さ
れ
る
賦
課
方
式
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
田
沼
睦
氏
は
、
今
回
の
造
内
裏

要
脚
の
調
達
を
契
機
に
国
役
方
式
が
採
用
さ
れ
た
結
果
、
幕
府
は
守
護
請
下
の
国
内
に
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足利義政親政期の財政再建（早島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

お
け
る
公
田
支
配
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
確
か
に
田
沼
氏
の
指
摘
の
通
り
、
国
役
方
式
の
採
用
は
、
能
芸
上
、
幕
府
の
公
田

を
軸
と
し
た
支
配
体
制
を
根
底
か
ら
動
揺
さ
せ
る
結
果
に
つ
な
が
る
が
、
第
｝
章
で
見
た
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
の
造
内
裏
諸
国
段
銭
の
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

敗
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
第
一
の
目
的
が
幕
府
財
政
上
の
要
請
に
よ
る
段
銭
徴
収
の
確
実
化
に
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

今
回
、
内
裏
再
建
事
業
を
完
遂
で
き
た
の
も
、
国
役
方
式
の
採
用
に
兇
ら
れ
る
要
脚
調
達
の
成
功
が
一
因
で
あ
る
の
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
と
こ
ろ
で
同
年
の
段
銭
徴
収
に
つ
い
て
、
百
瀬
今
朝
雄
氏
は
次
の
三
点
の
史
料
か
ら
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
・
1
五
貫
八
十
文
遡
期
射
洗
縮
馴
齢
六
旦
瑛
嵯
峨
大
雄
寺
領
醜
馴
蹴
岡

　
一
為
二
御
所
造
作
料
一
可
レ
被
レ
納
レ
之

　
　
　
　
　
　
（
八
月
九
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斎
藤
）

　
　
　
　
　
　
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
基
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諏
訪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
患
郷
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
尾
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
数
　
同

　
　
　
　
　
　
　
（
有
家
）
⑩

　
　
　
　
　
　
堤
伊
賀
守
殿

　
k
請
取
申
　
御
造
作
段
銭
事

　
　
　
　
　
久
徳
郷
分
試
町
五
段
大
五
十
歩

　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
合
陸
町
八
段
百
十
歩

　
　
　
　
　
　
分
銭
参
貫
四
百
文

　
　
　
　
（
右
）

　
　
　
　
□
為
二
美
濃
国
尼
寺
庄
四
ヶ
郷
㎜
所
二
請
取
ロ
一
如
レ
件

康
正
三
年
八
月
十
日

伊
勢
守
代
（
堤
）

　
　
有
家
　
在
判
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⑪

　
　
　
　
　
大
沢
彦
左
衛
門
尉
殿

　
史
料
i
は
「
康
正
二
年
造
内
裏
段
銭
並
国
役
引
付
」
の
段
銭
部
分
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
史
料
・
」
、
k
は
、
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）

の
御
所
造
作
段
銭
徴
収
の
際
の
送
状
と
請
取
状
で
あ
る
。
百
瀬
氏
は
こ
れ
ら
の
史
料
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　
さ
て
山
科
家
の
雑
掌
は
恐
ら
く
翌
十
日
頃
袖
書
を
う
け
た
送
状
（
史
料
一
、
以
下
カ
ッ
コ
内
は
早
島
註
）
に
現
銭
を
添
え
、
指
定
さ
れ
た
有

　
　
家
（
堤
氏
）
に
納
銭
を
す
ま
せ
、
有
家
の
請
取
状
（
史
料
k
）
を
受
領
し
て
い
る
。
こ
の
手
続
を
前
掲
し
た
引
付
（
史
料
i
）
の
上
段
割
注

　
　
の
記
事
と
照
合
す
る
に
、
引
付
を
記
録
し
た
も
の
は
請
取
を
出
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
本
引
付
を
有
家
の
作
成
に
か
か

　
　
る
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。

　
百
瀬
氏
は
、
あ
く
ま
で
「
想
像
」
と
い
う
に
止
め
て
い
る
が
、
実
際
に
一
連
の
史
料
を
見
て
も
右
の
指
摘
が
妥
当
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
点
を
さ
ら
に
展
開
す
る
と
、
伊
勢
氏
の
被
官
で
あ
る
堤
氏
が
段
銭
を
徴
収
し
て
い
た
以
上
、
そ
の
被
官
主
で
あ
る
伊
勢
氏
は
全
体
を
統
括

す
る
指
導
的
な
立
場
に
い
た
と
考
え
ら
れ
、
国
役
方
式
の
採
用
も
伊
勢
氏
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
田
沼
、
百
瀬
氏
の
研
究
に
依
拠
し
て
、
国
役
方
式
の
採
用
を
中
心
に
今
回
の
内
裏
再
建
要
脚
の
調
達
に
つ
い
て
見
た
が
、
以
上
の

経
過
か
ら
は
今
回
の
内
裏
再
建
が
、
前
回
の
要
脚
調
達
の
失
敗
を
ふ
ま
え
、
財
源
徴
収
の
徹
底
と
改
善
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
。
ま
た
、
国
役
方
式
の
採
用
に
あ
た
り
、
伊
勢
氏
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
不
十
分
な
が
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
前
章
で
見
た
分
一
銭
徴
収
方
式
確
立
の
際
の
活
動
を
想
起
す
る
と
、
康
正
元
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
伊
勢
氏
の
活
動
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
財
源
の
再
建
を
目
的
と
す
る
一
貫
し
た
姿
勢
、
財
政
再
建
の
意
図
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
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二
　
右
大
将
拝
賀
儀
式
の
政
治
史
的
意
義

　
今
回
の
内
裏
再
建
事
業
に
関
す
る
も
う
一

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

つ
の
問
題
は
、
先
に
も
触
れ
た
内
裏
再
建
が
急
が
れ
た
理
由
で
あ
る
。
本
節
で
は
こ
の
点
を
検
討



足利義政親政期の財政再建（早島）

　
内
裏
再
建
の
わ
ず
か
五
日
後
の
康
正
二
年
七
月
二
五
日
に
、
同
所
で
足
利
義
政
の
右
大
将
拝
賀
儀
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
内
裏
再
建
事
業
が
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

格
化
し
た
康
正
二
年
二
月
一
六
日
の
段
階
で
、
既
に
来
七
月
に
「
永
享
度
御
例
」
で
右
大
将
拝
賀
を
行
う
こ
と
が
決
定
し
て
い
た
か
ら
、
今
回
、

内
裏
再
建
が
急
が
れ
た
理
由
も
こ
の
右
大
将
拝
賀
の
挙
行
と
密
接
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
右
大
将
拝
賀
で
参
照
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
い
た
「
永
享
度
御
例
」
、
す
な
わ
ち
義
政
の
父
義
教
の
右
大
将
拝
賀
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
右
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
足
利
義
教
の
右
大
将
拝
賀
は
、
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
七
月
二
五
日
に
挙
行
さ
れ
た
が
、
元
服
、
将
軍
宣
下
な
ど
の
主
要
儀
式
は
既
に
正

長
二
年
（
～
四
二
九
年
）
に
行
わ
れ
て
お
り
、
右
大
将
拝
賀
だ
け
が
一
年
以
上
も
遅
れ
た
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
者
力
）

　
　
（
前
略
）
室
町
殿
大
将
以
後
御
拝
塁
間
事
。
同
以
＝
経
康
一
内
々
被
レ
談
等
張
、
當
時
白
地
之
皇
居
、
誠
彼
時
宜
難
レ
測
、
然
も
於
一
遷
幸
「
者
無
二
御
供
奉
一
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
条
有
二
何
事
一
哉
。
遷
幸
以
後
以
二
吉
曜
一
別
被
レ
企
二
御
拝
賀
一
之
条
不
レ
宜
歎
。
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
当
時
、
儀
式
の
舞
台
と
な
る
内
裏
が
「
白
地
之
皇
居
」
、
つ
ま
り
造
営
の
途
中
で
あ
っ
た
た
め
に
、
儀
式
自
体
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

結
局
、
義
教
の
右
大
将
拝
賀
は
内
裏
造
営
の
完
成
を
待
ち
、
翌
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
、
義
満
の
例
に
任
せ
七
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
。
こ
の

事
例
か
ら
は
、
右
大
将
拝
賀
儀
式
に
は
、
そ
の
舞
台
と
な
る
内
裏
造
営
の
完
了
と
、
先
例
通
り
の
七
月
二
五
日
置
挙
行
と
い
う
二
つ
の
条
件
を

満
た
す
必
要
の
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
義
政
の
場
合
も
揚
窓
の
変
以
来
の
内
裏
の
状
態
で
は
右
大
将
拝
賀
儀
式
を
遂
行
で
き
ず
、
七
月
二
五

日
を
期
日
に
内
裏
再
建
が
急
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
今
圓
の
内
裏
再
建
事
業
が
、
将
軍
義
政
の
右
大
将
拝
賀
挙
行
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、

管
領
政
治
期
に
は
な
し
得
な
か
っ
た
財
源
の
改
善
や
内
裏
の
再
建
と
い
っ
た
問
題
を
克
服
し
て
行
わ
れ
た
右
大
将
拝
賀
儀
式
に
は
～
体
ど
の
よ

う
な
意
義
を
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
従
来
、
今
回
の
右
大
将
拝
賀
儀
式
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
伊
勢
貞
親
が
先
例
に
な
い
「
大
名
一
騎
打
」
の
資
格
で
こ
の
儀
式
に
列
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
伊
勢
雄
の
権
勢
の
上
昇
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
内
裏
再
建
要
脚
の
確
保
か
ら
右

大
将
拝
賀
の
挙
行
に
至
る
ま
で
の
伊
勢
氏
の
活
躍
を
振
り
返
る
と
、
「
大
名
一
騎
打
」
と
い
う
異
例
の
待
遇
は
、
そ
の
貢
献
に
相
応
し
く
、
幕
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府
内
部
に
お
け
る
伊
勢
氏
の
地
位
の
上
昇
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
前
章
で
見
た
通
り
、
こ
の
時
期
に
将
軍
と
側
近

伊
勢
氏
が
管
領
政
治
の
払
拭
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
意
義
は
単
に
伊
勢
氏
個
人
の
権
勢
を
誇
示
す
る
だ
け
に

止
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
将
軍
権
威
の
高
揚
に
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
康
正
二
年
七
月
二
五
日
、
申
刻
よ
り
足
利
義
政
の
右
大
将
拝
賀
儀
式
は
行
わ
れ
、
入
歯
に
及
ぶ
そ
の
次
第
は
「
希
代
之
見
物
」
で
あ
っ
た
と

　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
う
。
ま
た
、
そ
の
行
粧
に
は
「
或
壊
レ
辻
或
破
レ
屏
構
二
桟
敷
一
」
え
て
群
衆
が
参
集
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
衆
人
が
注
目
す
る
中
、
＝
二
年

振
り
に
再
建
さ
れ
た
内
裏
で
執
り
行
わ
れ
た
右
大
将
拝
賀
儀
式
は
、
久
し
く
政
治
の
後
景
に
退
い
て
い
た
将
軍
の
存
在
を
強
く
印
象
づ
け
る
こ

と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
は
奉
行
人
の
管
轄
の
推
移
か
ら
、
康
正
二
年
四
月
以
降
、
一
二
月
ま
で
の
間
に
、
幕
府
政
治
の
中
心
が

管
領
か
ら
将
軍
に
移
行
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
財
源
の
確
保
と
内
裏
再
建
と
い
う
数
年
来
の
課
題
を
克
服
し
盛
大
に
行
わ
れ
た
右
大
将
拝

賀
儀
式
は
、
ま
さ
し
く
、
幕
政
の
所
在
が
将
軍
に
あ
る
こ
と
を
可
視
化
、
演
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
、
足
利
義
政
親
政
は
、
今
國
の
右

大
将
拝
賀
儀
式
挙
行
を
契
機
に
確
立
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
、
幕
府
財
政
の
再
建
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、

そ
の
政
治
史
上
の
意
義
は
、
管
領
政
治
を
払
拭
し
義
政
親
政
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。
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①
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
康
正
三
年
三
月
一
四
日
条
。
な
お
、
正
暦
寺
の
壼
銭

　
公
事
に
つ
い
て
は
松
本
真
美
「
菩
提
山
正
暦
寺
の
壷
銭
公
事
」
（
『
寧
楽
史
苑
隔
四

　
二
号
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

②
前
掲
馬
田
「
洛
中
の
土
地
支
配
と
地
口
銭
」
。

③
噸
群
書
類
従
隔
雑
部
四
所
収
。

⑧
前
掲
田
沼
門
室
町
幕
府
財
政
の
一
断
面
」
。

⑤
今
岡
典
和
「
幕
府
…
守
護
体
制
の
変
質
過
程
1
～
六
世
紀
前
半
の
国
役
を
中

　
心
に
一
」
（
『
史
林
暁
六
八
－
四
号
、
一
九
八
五
年
置
。

⑥
前
掲
田
沼
「
室
町
幕
府
財
政
の
一
断
面
」
一
八
～
一
九
頁
。

⑦
そ
の
後
、
文
安
二
年
、
文
安
四
年
、
享
徳
元
年
に
諸
国
段
銭
の
代
表
で
あ
る
内

　
宮
、
外
宮
役
夫
工
米
が
賦
課
さ
れ
る
が
、
遷
宮
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
段
銭
の
事

　
例
に
つ
い
て
は
、
議
論
市
原
「
室
町
時
代
の
段
銭
に
つ
い
て
」
、
伊
勢
内
宮
の
遷

　
宮
に
つ
い
て
は
、
所
功
『
伊
勢
神
富
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
一
九
九
三
年
）

　
一
一
二
九
～
一
四
二
頁
を
参
照
。

⑧
前
掲
百
瀬
「
段
銭
考
扁
。

⑨
門
康
正
二
年
造
内
裏
段
銭
井
国
役
引
付
偏
（
㎎
群
書
類
従
』
雑
部
四
所
収
）
。

⑩
隅
山
科
家
礼
記
』
康
正
王
年
八
月
九
日
条
。

⑪
噛
山
科
家
礼
記
睡
康
正
三
年
八
月
｝
○
日
並
。

⑫
「
親
通
卿
記
」
康
正
二
年
二
月
～
六
日
条
（
『
後
鑑
臨
所
収
）
。

⑬
百
瀬
氏
は
今
回
の
右
大
将
拝
賀
を
義
満
の
例
に
準
拠
し
た
も
の
と
指
摘
す
る



　
（
前
掲
百
瀬
「
応
仁
・
文
明
の
乱
扁
一
八
一
頁
）
。
確
か
に
「
実
遠
無
記
扁
（
『
後

　
鑑
』
所
収
）
康
正
二
年
七
月
二
五
日
条
に
は
、
今
回
の
右
大
将
拝
賀
が
「
康
暦
御

　
例
」
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
が
、
本
文
で
も
指
摘
し
た
通
り
、
「
親

　
通
日
記
扁
の
よ
う
に
今
回
の
儀
式
が
「
永
享
度
御
例
」
、
す
な
わ
ち
義
教
の
例
に

　
準
じ
た
も
の
と
記
す
記
録
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
義
教
の
右
大
将
拝
賀
も
義
満
の

　
例
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
（
本
章
註
⑯
参
照
）
、
両
者
に
明
確
な
違
い

　
が
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
教
の
例

　
が
意
識
さ
れ
て
い
た
点
を
重
視
し
た
い
。

⑭
噸
建
内
記
臨
正
長
二
年
七
月
一
日
条
。

⑮
噸
建
内
記
師
永
享
｝
7
5
年
七
月
一
〇
日
条
に
よ
る
と
同
年
七
月
一
〇
日
に
は
黒
戸

　
造
替
上
棟
が
行
わ
れ
て
い
た
。

⑯
『
満
推
当
后
日
記
㎞
永
享
二
年
六
月
一
七
七
条
。
な
お
、
足
利
義
満
の
右
大
将

　
拝
賀
は
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
六
月
二
四
日
に
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、

　
準
備
不
足
の
た
め
に
延
引
（
『
後
愚
昧
記
臨
）
、
同
年
七
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た

　
（
「
花
営
三
代
記
」
同
年
同
月
条
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
七
月
二
五
日
と
い
う
先
例

　
が
義
満
以
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

⑰
前
掲
五
味
「
管
領
制
と
大
名
制
」
、
前
掲
百
瀬
「
応
仁
・
文
明
の
乱
扁
。

⑱
欄
大
乗
院
奪
社
雑
事
記
暁
康
正
二
年
七
月
二
五
日
条
。

⑲
「
実
遠
卿
記
」
康
正
二
年
七
月
二
五
霞
条
（
『
後
登
山
所
収
）
。

終
章
　
足
利
義
政
親
政
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

足利義政親政期の財政再建（早島）

　
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
以
降
低
迷
し
た
幕
府
財
政
も
、
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
の
分
一
徳
政
令
改
正
を
契
機
に
好
転
の
兆
し
を
見
せ
、
康

正
二
年
（
一
四
五
六
）
に
は
長
年
の
課
題
で
あ
っ
た
内
裏
の
再
建
に
成
功
す
る
。
そ
し
て
、
同
年
七
月
に
内
裏
で
右
大
将
拝
賀
儀
式
が
盛
大
に

行
わ
れ
た
が
、
こ
の
儀
式
は
、
政
治
史
上
、
管
領
政
治
を
払
拭
し
足
利
義
政
親
政
を
確
立
さ
せ
る
大
き
な
契
機
に
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
本

稿
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
お
お
よ
そ
以
上
の
こ
と
で
あ
る
。
財
政
再
建
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
の
は
分
一
銭
徴
収
方
式
と
国

役
方
式
の
採
用
の
二
点
で
あ
る
が
、
次
の
史
料
か
ら
は
同
時
期
、
都
市
課
税
方
式
に
つ
い
て
も
改
善
が
計
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
基
紀
）

　
　
　
一
　
二
二
斎
藤
黒
部
方
｝
申
大
嘗
会
料
当
寺
境
内
井
諸
二
棟
別
事
。
以
前
如
二
二
内
裏
時
ハ
被
二
酉
立
一
両
三
巳
間
可
レ
被
レ
納
之
由
申
之
間
、
三
一
披
露
一
之
処
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
衆
儀
通
、
有
一
禰
先
例
｝
上
者
、
取
立
可
レ
被
レ
納
由
評
儀
了
。

　
こ
の
史
料
は
、
文
正
元
年
（
一
四
六
一
）
の
大
嘗
会
要
脚
の
賦
課
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
傍
線
部
か
ら
、
前
年
の
寛
正
六
年
（
一
四

六
〇
）
に
、
大
宮
通
を
境
と
し
て
以
菓
は
地
口
銭
、
以
西
は
棟
別
銭
と
い
う
よ
う
に
賦
課
方
式
が
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
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人
家
の
集
中
し
て
い
た
大
宮
以
東
の
地
域
に
唐
傘
銭
が
賦
課
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
棟
別
銭
が
屋
敷
の
件
数
を
基
準
と
し
た
の
に
対
し
て
、
地
口

銭
は
屋
敷
の
間
口
を
基
準
と
し
、
そ
の
大
き
さ
に
比
例
し
て
賦
課
で
き
る
棟
別
銭
よ
り
も
精
密
な
方
式
で
あ
り
、
ま
た
、
康
正
二
年
（
～
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

六
）
以
降
地
口
銭
賦
課
が
強
化
さ
れ
た
と
い
う
馬
田
氏
の
指
摘
を
参
照
す
る
と
、
寛
正
六
年
に
大
宮
以
東
の
都
市
課
税
方
式
が
地
口
銭
に
統
一

さ
れ
た
こ
と
は
、
康
正
二
年
以
来
の
幕
府
の
都
市
課
税
強
化
の
達
成
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
寛
正
六
年
の
地
口
銭
賦
課
は
節
季
（
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

暮
）
要
脚
の
調
達
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
義
政
の
奢
修
と
し
て
知
ら
れ
る
幕
府
財
政
の
大
量
支
出
も
、
右
で
見
た
よ
う
な
財
源
の
改
善

に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
来
、
国
家
的
公
事
用
途
で
あ
っ
た
地
口
銭
を
、
将
軍
家
の
節
季
要
脚
に
宛
て
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

義
政
親
政
期
の
財
政
構
造
は
、
そ
の
後
、
国
家
的
公
事
が
中
絶
す
る
遠
因
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
右
の
よ
う
な
大
量

の
消
費
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
自
体
、
義
政
親
政
期
に
幕
府
財
政
が
好
転
し
て
い
た
こ
と
を
何
よ
り
も
物
語
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
当
該
期
の
幕
府
財
政
が
五
山
財
政
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
不
安
定
な
も
の
と
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
理
解
の
基
点
に
あ
る
今
谷
氏
の
研
究
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
事
情
に
よ
り
、
ほ
か
の
財
源
に
つ
い
て
検
討
が
十
分
で
は
な
く
、
現
在

の
研
究
状
況
か
ら
見
れ
ば
問
題
を
残
す
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
そ
の
ほ
か
の
財
源
を
分
析
し
て
み
る
と
、
義
政
親
政
期
に
幕
府
財
政
が
好
転
し

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
五
山
財
政
と
の
関
係
だ
け
か
ら
当
該
期
の
幕
府
財
政
を
不
安
定
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
不
十
分
と
い
わ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
を
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
右
の
よ
う
な
見
解
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
こ
の
時
期
の
幕
府
を
弱
体
と
す
る
理
解
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
し
、
例
え
ば
五
山
献
物
に
つ
い
て
見
る
と
、
幕
府
の
体
制
が
大
き
く
揺
ら
い
だ
応
仁
の
乱
後
に
は
、
五
山
財
政
が
悪
化
し
、
も
は
や
献
物
自

体
が
財
源
と
し
て
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
比
べ
、
義
政
親
政
期
に
五
山
献
物
が
幕
府
財
政
を
潤
す
ほ
ど
に
循
環
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の

時
期
の
幕
府
の
政
治
・
経
済
的
安
定
の
反
映
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
前
者
の
政
治
的
安
定
に
つ
い
て
、
義
政

親
政
の
確
立
過
程
を
論
じ
る
か
た
ち
で
言
及
し
た
が
、
義
政
親
政
期
に
関
し
て
は
、
従
来
の
よ
う
に
将
軍
個
人
の
資
質
や
『
応
仁
記
』
等
の
記

述
か
ら
だ
け
で
な
く
、
幕
府
財
政
の
回
復
と
い
う
事
実
も
視
野
に
入
れ
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
財
政
史
の
立
場
か

ら
足
利
義
政
親
政
期
の
幕
府
に
対
し
て
＝
疋
の
評
価
が
与
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
例
え
ば
土
一
揆
の
徳
政
要
求
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
社
会
経
済
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的
変
動
に
幕
府
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
示
し
た
か
、
と
い
う
問
題
設
定
も
可
能
に
な
る
。
事
実
、
義
政
親
政
期
は
幕
府
雑
務
沙
汰
訴
訟
制
度
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

確
立
す
る
時
期
と
考
え
ら
れ
、
今
後
、
当
該
期
の
経
済
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
幕
府
の
動
向
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
一
五
世
紀
中
葉
の
幕
府
財
政
を
検
討
し
、
義
政
親
政
期
の
幕
府
財
政
を
積
極
的
に
評
価
し
て
き
た
。
し
か
し
、

当
該
期
の
幕
府
財
政
全
体
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
義
政
親
政
期
の
財
政
再
建
を
幕
府
財
政
史
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

か
と
い
う
問
題
や
、
そ
の
後
の
幕
府
財
政
の
推
移
に
つ
い
て
の
見
通
し
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
以
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
後
の
機
会
を
期
す
こ

と
に
し
、
ひ
と
ま
ず
は
こ
こ
で
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

足利義政親政期の財政再建（早島）

①
「
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
文
正
元
年
三
月
；
百
条
（
東
寺
百
合
文
轡
く
函
二

　
五
号
）
。

②
前
掲
馬
田
「
洛
中
の
土
地
支
記
と
地
口
銭
」
。

③
『
斉
藤
親
基
日
記
㎞
寛
正
六
年
＝
万
七
日
条
。

④
既
に
市
原
陽
子
氏
は
室
町
時
代
の
段
銭
を
分
析
し
た
中
で
、
応
仁
の
乱
後
に
幕

　
府
自
身
が
用
い
る
段
銭
が
増
湘
し
、
朝
廷
や
寺
社
爾
の
段
銭
賦
課
が
急
速
に
減
少

　
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
「
室
町
時
代
の
段
銭
に
つ
い
て
」
）
。

⑤
例
え
ば
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
前
掲
桜
井
「
臼
本
中
世
の
贈
与
に
つ
い
て
」
の
中

　
で
「
彼
ら
（
将
軍
義
教
・
義
政
－
早
島
註
）
は
い
ず
れ
も
毎
日
御
成
し
て
も
か

　
ま
わ
な
い
と
周
囲
に
も
ら
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
貧
し
き
幕
府
を
抱
え
た
首
長
た

　
ち
の
健
気
さ
で
あ
る
」
（
一
九
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

⑥
足
利
義
政
親
政
は
、
義
政
個
人
の
資
質
か
ら
だ
け
で
評
価
さ
れ
て
き
た
側
面
が

　
あ
る
。
そ
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
森
田
恭
二
『
足
利
義
政
の
研
究
㎞
（
和
泉
書
院
、

　
一
九
九
三
年
）
冒
頭
の
研
究
史
整
理
を
参
照
。

⑦
『
蔭
涼
軒
霞
録
触
文
明
～
八
年
六
月
八
日
条
。

⑧
こ
の
点
に
つ
い
て
は
早
島
「
京
都
近
郊
に
お
け
る
永
代
売
買
地
の
安
定
化
…
一

　
一
五
・
六
世
紀
に
お
け
る
永
代
売
買
地
の
保
証
形
態
一
…
駄
（
噌
日
本
史
研
究
暁
四

　
四
四
号
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
附
田
）
　
本
稿
は
、
一
九
九
八
年
八
月
に
大
分
県
別
府
で
行
わ
れ
た
中
世
史
サ
マ
ー

　
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
報
告
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
、
貴
重
な
ご

　
意
見
を
下
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
レ
ジ
ュ
メ
の
印
刷
等
、
お
世
話

　
に
な
っ
た
方
々
に
も
あ
ら
た
め
て
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
京
都
大
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
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The　Reconstruction　of　Muromachi　Bakufu　Finances

　　　　　　　　　　　　in　the　Mid　15th　Century

by

HAYASHIMA　Daisuke

　　In　this　essay，1　wma　exarnine　rnuromachi　bakufU（室町幕府）籔nances　during　the

mid　15th　century　from　the　perspective　of　financial　reconstruction．　The　Rural

League　Uprising（土一揆）of　14411ed　to　the　weakening　of　imposts　levied　on

pawnbtokers，　and　t漉ushereδln　a　dechne痴bakufu血ances　du血g　the　period　of

kanrei　administration（管領政治）．　In　response　to　this，　the　bakufu　created　the

buichisen　policy（分一銭）｛n　1454，　but　it　failed　to　collect　fUnds　and　bakufU　finances

went　into　a　state　of　crisis．　ln　1455，　the　collecting　methods　of　the　buichiseR　policy

were　reworked　by　ISE　Sadachika（伊勢貞親）of　the　shogunate，　and誼enhe　revi－

sion　issued　that　year，血ances　were　reestabiished．　Furthe㎜ore，　in　addition　to

the　1456　imperial　palace　reconstruction　that　resulted　丘om　ISE’s　activities，

necessary　funds　were　successfully　procured　tlirough　the　implementation　of　the

kuniyaku　system（国役）：ASHIKAGA　Yoshimasa（足利義政）succeeded　in　a

prosperous　ceremony　to　the　position　of　shogun　in　the　newly　reconstructed

inperiai　palace．　Conside血g　that　the　bakufU　administration　had　been　led　by　the

kamrei　until　this　time，　it　becomes　clear　that　this　ceremony　was　a　performative

display　of　tke　centrality　of　the　shogun　within　the　bakufu．　lt　emphasized　the

accomplishments　of　revenue　improvement　and　palace　restoration，　impossible

achievements　du血1g　the　period　of　kanrei　adm血istration．　This　essay　thus

attempts　to　appraise　the　significance　of　the　reconstruction　of　baku血finances　il

terms　of　political　history　through　the　lens　of　the　establishment　of　Yoskmasa’s

administration．

（845）




